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 1 

 

上下水道事業は、市民生活や経済活動に最も重要なライフラインを支え人口減少社

会の到来等による水需要の減少、老朽施設の更新、自然災害への対応などの諸課題を

克服し、将来にわたり安全で快適な生活環境を提供し続けていく必要があります。 

また、公営企業としての経済性を発揮するとともに、公共の福祉の増進を図り、将

来にわたり安定したサービスの提供を行っていくため、新たな中長期計画として、「甲

府市上下水道事業経営戦略」（以下「経営戦略」という。）を平成２９年度に策定しま

した。 

 策定した「経営戦略」に掲げた、『お客様との信頼関係を大切にし、将来にわたり

「水」を通じた潤いのある生活環境を、安全・安心のもと安定的に提供し続けます。』

の経営理念の下、経営方針に基づく水道事業、下水道事業における施策を具体的に推

進して行くための事業を取りまとめた「甲府市上下水道事業経営戦略 第６次戦略推

進計画」（以下「戦略推進計画」という。）を策定しました。 

 

 

 

戦略推進計画は、２０２３年度を初年度とし、計画期間を３か年として毎年度、ロ

ーリング方式により見直します。 

 

 

 

年度 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

経
営
戦
略

戦
略
推
進
計
画

１０か年

第1次

第2次

第３次

第４次

第５次

第６次 戦略推進計画

１ 戦略推進計画の趣旨 

第 1 章 戦略推進計画の概要 

２ 戦略推進計画の期間 
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1.1 づけ 

 

「第六次甲府市総合計画」を最上位計画とし、国の経営戦略策定要請の主旨に基づ

くとともに、「新水道ビジョン」及び「新下水道ビジョン」を踏まえた中長期の基本計

画として経営戦略を策定しました。併せて、戦略推進計画については、戦略推進事業

における取り組み内容や目標等について明示した事業計画として位置づけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 戦略推進計画は、経営戦略に掲げた経営理念の実現に向け水道事業については、

５つの経営方針と１３の施策、下水道事業については、４つの経営方針と１１の

施策により推進します。 

（２）戦略推進計画は上下水道事業運営の基本となる計画であり、長期財政収支見通

しに基づく対象年度の予算編成の指針とします。 

（３）戦略推進計画は、計画（PLAN）－ 実行（DO）－ 評価（CHECK）－ 改

善（ACTION）のマネジメントサイクルに基づく進捗管理を行い、施策目標の達

成状況を確認するとともに、改善内容を次年度に反映するなど効率的で効果的な

事業運営を図るものとします。 

（４） 局内に経営戦略推進委員会を設置し、戦略推進計画の評価分析を行うとともに、

外部の意見を反映させるための第三者機関（甲府市上下水道事業推進会議）を設

置し、経営戦略の着実な推進に努めます。 

（５）戦略推進計画は、お客様と情報を共有し社会経済情勢に的確に対応するため、

毎年度公表します。 

3 戦略推進計画の位置づけ 

４ 戦略推進計画の基本的考え方 
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水道事業経営戦略 

 

 

 

経営方針            施 策（13 施策） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 施策体系  

第２章 水道事業戦略推進事業 

２ 災害に強くしなやかな水道（強靭） 

３ 将来に繋げる水道（持続）  （１） 経営基盤の強化 

（２）広域連携の推進 

（３）有収率の向上 

（４）技術・経営ノウハウの継承 

（２）管路・施設の更新及び耐震化 

の推進 

（１）危機管理対策の強化 

４ お客様満足度の高い水道（信頼） 
（１） 親しみやすく、わかりやすい 

情報の提供 

（２）お客様の利便性の向上 

５ 環境に配慮した水道（環境） （１） 環境保全への貢献 

（２）効率的な水運用 

１ 安全でおいしい水道（安全） （１） 水源保全の推進 

（２）水質管理の充実 

（３）給水装置等の安全管理の推進 
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1.1 計画期間における取組 0 

（1）事業一覧 

 

経営方針 施策
事業

番号
事業名 担当課 頁

安全で   
おいしい水道  
（安全） 

水源保全の推進 

１ 水源保全活動推進事業 ※ 水保全課 8 

２ こうふ水源の森整備事業 水保全課 9 

３ 水源保護地域水質汚濁防止事業  水保全課 10 

水質管理の充実 

４ 水源域の水質調査事業 ※ 浄水課 11 

５ 水質検査事業 ※ 浄水課 12 

給水装 置等 の安全
管理の推進 

６ 貯水槽水道管理指導事業 ※ 給排水課 13 

７ 直結給水方式普及事業 給排水課 14 

災害に強く
しなやかな
水道   
（強靭） 

危機管理対策の 
強化 

８ 総合的危機管理対策の強化 全課 15 

9 水道施設等施設浸水対策事業 浄水課 16 

管路･施設の更新及
び耐震化の推進 

１0 水道管路耐震化事業 ※ 水道課 17 

１1 浄水施設等更新事業 ※ 浄水課 18 

１2 配水施設等更新事業 水道課 19 

１3 本局の庁舎改修事業 総務課 20 

将来に 
繋げる水道 
（持続） 

経営基盤の強化 

１4 
企業債の適正発行と資金調達手
法の検討 

経営企画課 21 

１5 
水道料金の収納率向上、滞納整
理の強化 

営業課 22 

１6 民間活力の活用推進（営業部門） 営業課 23 

※第六次甲府市総合計画実施計画事業に位置づけられているもの 

 

2 計画期間における取り組み事業計画 
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経営方針 施策
事業

番号
事業名 担当課 頁

将来に 
繋げる水道
（持続） 

経営基盤の強化 

１7 
民間活力の活用推進 
（浄水場運転管理等） 

浄水課 24 

１8 
適正な水道料金の継続的な 
検討 

経営企画課 25 

19 給水台帳システムの整備 給排水課 26 

２0 
上下水道事業アセットマネジ
メントシステムの運用等 

計画課 
水道課 
浄水課 

27 

２1 効率的な事務の推進 全課 28 

広域連携の推進 ２2 水道事業広域連携の推進 
経営企画課 

計画課 29 

有収率の向上 

２3 鉛製給水管対策事業 ※ 
水道課 

給排水課 30 

２4 漏水防止対策事業 水道課 31 

技術・経営ノウハウ
の継承 

２5 
人材育成、技術・経営ノウハウ
の継承 

総務課    32 

お客様満足度

の高い水道 

（信頼） 

親しみやすく、わか
りやすい情報の提供 

２6 戦略的ＰＲ活動の展開 経営企画課 33 

２7 
情報共有、協働による相互理解

を深めた事業運営（広報等） 
経営企画課 34 

２8 水質検査情報の公表 浄水課 35 

お客様の利便性の 

向上 
29 顧客満足度向上事業  営業課 36 

環境に   

配慮した水道 

（環境） 

環境保全への貢献 

３0 
環境･エネルギー利活用事業

（本局） 
総務課 37 

３1 
環境･エネルギー利活用事業

（水道施設） 

計画課 

浄水課 
38 

効率的な水運用 ３2 効率的な水運用の推進 

計画課 

水道課 

浄水課 
39 
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（2）取り組み事業計画 

１ 安全でおいしい水道（安全） 

（1）水源保全の推進 

恵まれた水源環境を継承するため「市民との協働による水源保全」を基本に、「信頼

され愛される水道」「豊富で安全でおいしい水の供給」を目標として「新 21 世紀水源

保全計画」に基づいて市民、関係団体及び関係機関との積極的な連携と協働のもと、

水源の保全を推進していきます。 

市民との協働による植樹や清掃活動を推進するとともに、水源保護地域内における

民有林の整備や浄化槽の設置及び維持管理を促進します。 
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事業番号１：水源保全活動推進事業（第六次甲府市総合計画実施計画 事業番号 上下-1 ） 

※重要業務指標（以下 KPI 、内容は 41・42 ページ参照） 

担当課 水保全課 

目的
水源保全の活動推進と意識啓発を図るため、「新２１世紀水源保全計画」に基づき、市

民や各種団体などとの協働による水源保全活動を実施します。 

事業の概要
水源保全の必要性などを情報発信するとともに、市民、各種団体、企業等との協働によ

り、水源林植樹の集い、水源観察会、水道水源地クリーン作戦等を実施します。 

現状と課題

水源保全に対する市民意識の醸成に向け、水源林植樹の集い（年１回）、荒川源流にお

ける野鳥及び水生生物の水源観察会（年２回）、水道水源地クリーン作戦（年２回）、フ

ォトコンテスト（年１回）を実施しています。 

本市・局による啓発を継続的に行い、水源保全活動への参加を促進するとともに、市民

や各種団体などによる自主的な活動が行われるよう事業を推進する必要があります。

しかしながら、近年は新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止や規模の縮小

を余儀なくされていることから、今後は既存イベントの開催方法や開催場所等につい

て、ウイズコロナを見据えた検討が必要となっています。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

次期水源保全計画

の準備及び策定 

令和６（2024）年度 

策定に向けた準備等 

   

水源林植樹の集い

の実施 

市民、各種団体などとの

水源林内での植樹 

   

水源観察会の実施 

親子を対象とした水源

林内での荒川流域の水

源観察 

   

水道水源地クリー

ン作戦の実施 

市民、各種団体などとの

水源保護地域内での清

掃活動 

   

各種イベントにお

ける情報発信 

本市・局主催イベントに

おける PR 活動の実施 

   

業務指標 

保護対策協議会開催・提言及び

次期水源保全計画の策定 

目標値 

保護対策協

議会開催 
計画策定 － 

水源保全活動実施回数（回） 6 6 6 

水源保全活動参加者数（人）
※

 750 750 750 

事業費（千円） 2,355 2,121 2,121 

今後の事業展開 

水源保全活動参加者の確保に努めながら市民との協働により事業を推進す

るとともに、関係機関と連携して各種イベントにおける情報発信を強化す

るなど、効果的な水源保全への取り組みを推進します。また、次期水源保全

計画については、保護対策協議会を開催し策定していきます。 
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事業番号２：こうふ水源の森整備事業 

担当課 水保全課 

目的

本市の水道に係る水源保護地域内の民有林の水源かん養機能の向上を図るため、「新

２１世紀水源保全計画」に基づいて、同地域内の民有林を対象として、民有林の整備

促進を図ります。 

事業の概要

水源保護地域における民有林を対象に植樹及び保育への補助金を交付するとともに、

国が創設した森林環境税の制度内容を踏まえ、本局における効果的な補助金交付制度

について検討します。 

また、民有林を借り受けて市民と協働で活用することを検討するなど、水源保全に対

する意識の醸成に努めます。 

現状と課題

本局の森林整備事業補助金の交付については、山梨県による査定結果に基づき、山梨

県、本市の補助金に加算して上乗せ補助金を交付しています。 

また、本市（林政課）は、国が創設した森林環境譲与税を活用した森林経営管理制度

を有効利用して水源保護地域における民有林整備の促進を図っていくことから、こう

した動向を踏まえ新たな事業を検討していく必要があります。 

事業計画

名称
年度 

説明 
2025 

民有林の整備促進 

森林整備補助金の交付

と補助金交付制度の 

検討 

   

民有林の活用 
民有林の借受予定地 

などの調査 

   

業務指標 
補助金交付額（千円） 

目標値
200 200 200 

民有林整備面積（ha） 5.0 5.0 5.0 

事業費（千円） 200 200 200 

今後の事業展開 

現行の森林整備補助金の適切な交付に努めます。また、新たな事業につい

ては、令和 6（2024）年度に予定している次期水源保全計画の策定に併

せて検討していきます。 

なお、本市（林政課）は、適切な管理が行われていない民有林の所有者に

対して森林経営管理制度に伴う意向調査を行い、その結果を踏まえて民有

林所有者の同意のもと管理していくこととなることから、水源保護地域内

の民有林の状況等について、林政課との情報共有を図っていきます。 
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事業番号３：水源保護地域水質汚濁防止事業 

担当課 水保全課 

目的
本市の水道に係る水源保護地域における水質汚濁の防止のため、浄化槽の設置及び適

正な維持管理を促進し、生活排水による水道原水の汚濁防止を図ります。 

事業の概要
水源保護地域内において、浄化槽の設置費、維持管理費及び使用料などを補助するこ

とによって浄化槽の適正管理を促進し、水質の汚濁を防止します。 

現状と課題

「水源保護地域における浄化槽の設置及び維持管理に関する補助金交付要綱」に基づ

いて事業を実施しています。 

令和 3（2021）年度末の浄化槽設置率は 87.74％となっていますが、未設置家屋

が空き家であったり高齢化が進んでいる現状から設置率向上は困難な状況となって

います。今後、老朽化する設備が増加してくることから、引き続き、浄化槽の適正な

維持管理の促進を図る必要があります。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

浄化槽の適正管理

の促進 

浄化槽管理者における

浄化槽の適正管理に係

る補助金の交付 

   

業務指標 

浄化槽の維持管理補助件数（件） 

目標値 

196 196 196 

補助対象浄化槽の適正管理割合

（％） 
100 100 100 

事業費（千円） 6,900 6,900 6,900 

今後の事業展開 
浄化槽管理者の理解と意識啓発を図りながら補助を行うことにより適正

な管理を促進するとともに、環境部所管の甲府市浄化槽事業と連携して生

活排水による水質汚濁の防止を推進します。 
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（２）水質管理の充実 

水道 GLP 基準により、精度の高い水質検査を行う中で、適正な水質管理を行い、

安全性が確保されたおいしい水道水をお客様にお届けします。 

また、水質検査の自己検査体制により検査内容の充実、精度の向上、迅速化を図り、

お客様からの高い信頼性を確保できるよう努めていきます。 

さらに、山梨大学との連携を図る中で、荒川上流域表流水及び昭和、中道系地下水

の水源水質調査、水源域の監視を行い、水質保全を推進します。 

 

事業番号４：水源域の水質調査事業（第六次甲府市総合計画実施計画  事業番号 上下-2） 

担当課 浄水課 

目的
荒川上流域表流水及び昭和、中道系地下水の水質変動を把握するため、水源域の水質

調査を実施します。 

事業の概要

荒川ダムの富栄養化及び荒川上流域表流水の水質変動状況を把握するための水質調

査を実施します。 

荒川上流域の水質等については、甲府市・山梨大学連携事業による研究の基礎データ

を基に、現状把握及び分析を行います。 

なお、昭和、中道系の地下水については、今後も本局において水質の実態調査を継続

します。 

現状と課題

水源の水質については、荒川上流域表流水及び昭和、中道系地下水の水質検査を行う

中で、その変化を監視しており、安全で清浄な原水が確認されています。 

水源保護地域内の水源かん養能力及び地下水の賦存量などについても山梨大学連携

事業により調査・研究を行い、これまでの調査結果から良好であることを把握してい

ます。 

水源域の水質変動を的確に把握するためには、一定期間の水質データの収集が必要で

あり、継続して水質調査を実施する必要があります。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

荒川上流域水質調

査 

４地点×１２回 

２地点×４回 

   

昭和及び中道地下

水水質調査 

昭和１５箇所×１回 

中道５箇所×１回 
   

山梨大学連携事業

による水源域の実

態把握 

荒川上流調査 

２箇所×6 回 

ダム調査 

２箇所×１回 

３箇所×５回 

   

業務指標 水源水質調査回数（回） 目標値 105 105 105 

事業費（千円） 3,908 3,908 3,908 

今後の事業展開 

荒川上流域及び昭和、中道系地下水の水源水質調査を継続的に実施し、蓄

積されたデータを解析する中で、水源の水質状況を監視していきます。山

梨大学連携事業では、荒川ダムの調査を重点的に実施し、引き続き水質監

視強化に努めていきます。 



 12 

事業番号５：水質検査事業（第六次甲府市総合計画実施計画  事業番号 上下-3） 

担当課 浄水課 

目的

安全で信頼される水道水を供給するため、計画的な検査装置の更新、導入及び技術継

承により自己検査体制を整備し、「水道水質検査優良試験所規範（水道 GLP）」認定

の取得により確立した信頼性保証体制を適切に運用することで、高精度で信頼性の高

い水質検査を実施します。 

事業の概要

自己検査体制の充実のために、検査装置等の整備を行います。検査技術等に係る教育

訓練や精度管理を行い、検査技術能力の向上や確実な技術継承に取り組み、水道 GLP

に準拠した品質管理システムの適切な運用を行います。 

現状と課題

水質検査装置の計画的な更新や保守管理、精度管理及び教育訓練を実施し、精度の高

い水質検査に努めています。水質検査の信頼性を確保するために、水道 GLP の認定

を継続して更新していく必要があります。 

事業計画

名称
年度 

説明 
2025 

水質検査の実施 
水質検査計画の策定及

び検査の実施 

   

教育訓練等の実施 

教育訓練（２2 回） 

外部精度管理（2 回） 

内部精度管理（22 回） 

   

信頼性保証体制の

充実（ＧＬＰ認定） 

水道 GLP の運用によ

る、水質検査の信頼性確

保（隔年で審査有） 

   

業務指標 

定期水質検査の実施回数（回） 

目標値

12 12 12 

教育訓練等実施回数（回） 46 46 46 

水質検査結果信頼性（％） 100 100 100 

事業費（千円） 49,506 58,022 58,235 

今後の事業展開 

水道 GLP の信頼性保証体制を適切に運用し、高精度の水質検査を実施す

るために、水質検査担当者の検査技術能力の向上及び自己検査体制の継続

に取り組みます。 
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（３）給水装置等の安全管理の推進 

 貯水槽水道を利用するお客様へ安全でおいしい水道水をお届けするためには、貯水

槽が清潔に保たれていることが重要となるため、水道事業者として貯水槽水道のうち

簡易専用水道の設置者に対し法定検査の受検を、小規模貯水槽水道の設置者に対し清

掃の実施を促すとともに、期間内に法定検査が未受検の設置者に対して直接訪問する

など指導を強化し、貯水槽水道の適正管理を促進します。 

また、おいしい水道水を直接お届けするため、中高層建築物へ貯水槽を使わず給水

する直結増圧式給水の普及、促進に努めます。 

 

事業番号６: 貯水槽水道管理指導事業（第六次甲府市総合計画実施計画 事業番号 上下-4） 

担当課 給排水課 

目的
貯水槽水道の設置者に対し、適正管理（法定検査受検、受水槽清掃）の実施について

管理指導を行い、お客様に安全でおいしい水道水の供給を図ります。 

事業の概要

簡易専用水道の全設置者に対し、水道法に基づく法定検査受検の義務について周知す

るとともに、前年度未受検の設置者への直接訪問等により、法定検査の必要性や重要

性について指導を実施します。また、小規模貯水槽水道の全設置者に対し、給水条例

等に基づく受水槽の清掃など、適正な管理の実施を促す内容を通知し、指導を行いま

す。 

現状と課題

簡易専用水道においては、法定検査未受検の設置者に直接訪問等の指導を行っていま

すが、法定検査等の必要性について理解が得られない設置者もいます。引き続き、安

全でおいしい水道水を供給するために、法定検査の重要性について粘り強く指導を行

います。また、小規模貯水槽水道については、設置者に貯水槽の清掃等についての報

告義務がないため、適正管理を促す啓発活動を行います。 

事業計画

名称
年度 

説明 
2025 

簡易専用水道の啓

発活動の積極的な

実施 

簡易専用水道の法定検

査受検の実施について、

周知・指導の実施 

   

小規模貯水槽水道

の啓発活動の積極

的な実施 

小規模貯水槽水道の清

掃等の必要性について

啓発活動の実施 

   

業務指標 

貯水槽水道指導率（％）
※

 

目標値

98.00 98.50 99.00 

簡易専用水道の法定検査未受検施

設の訪問件数（件） 
50 50 50 

簡易専用水道の全体の受検率（％） 90.00 90.00 90.00 

事業費（千円） 244 244 244 

今後の事業展開 

引き続き、簡易専用水道においては法定検査の周知・指導を行い、小規模

貯水槽水道は清掃等の適正管理を促す指導を行いながら、通知文の送付等

により、受検率及び適正管理の向上にむけて更なる啓発活動に取り組みま

す。また、本市の衛生保健業務とも連携を図りながら指導を行います。 

※ KPI 
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事業番号７：直結給水方式普及事業 

担当課 給排水課 

目的
受水槽で発生しやすい水質劣化の問題を解消し、安全でおいしい水道水を供給する直

結直圧式給水・直結増圧式給水の普及を図ります。 

事業の概要
３階直結直圧式給水に加え、令和 2（2020）年度より４階以上の中高層建築物への

直結増圧式給水を認可し、直結給水方式の普及を促進します。 

現状と課題

直結増圧式給水は、これまでの経年管路の更新等による配水能力の向上や増圧ポンプ

の性能向上等が図られたことにより、本局においても令和 2（2020）年度から認可

することとしました。 

こうしたことから、受水槽で発生しやすい水質劣化の問題を解消し、安全でおいしい

水道水を供給するため、中高層建築物への増圧式給水の採用や受水槽方式からの切り

替えなど、直結給水方式の普及を促進する必要があります。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

直結給水方式の普及 直結給水方式の促進 

   

業務指標 認可件数（件） 目標値 6 6 6 

事業費（千円） ― ― ― 

今後の事業展開 
直結直圧式給水・直結増圧式給水の普及を図るため、甲府市上下水道局指

定給水装置工事事業者研修会等において周知するとともに、ホームページ

等を活用した PR 活動に努めます。 
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2 災害に強くしなやかな水道（強靭） 

（1）危機管理対策の強化 

水道事業者は、市民生活に欠かすことでのできないライフライン事業者として、巨

大地震をはじめ、台風などの風水害、施設事故、テロなどの人為災害など、多様な危

機事象に対処する危機管理能力が求められます。 

そのため、想定される危害の特定・分析に基づく「甲府市上下水道事業業務継続計

画（ＢＣＰ）」の策定、「危機管理指針」やマニュアル等については、「甲府市地域防災

計画」等との整合を図る中で、必要に応じて見直しを行うとともに、応急給水資機材

等の充実、実践的な災害対応訓練の実施など、総合的に危機管理対策の強化を図ります。  

 

事業番号８：総合的危機管理対策の強化 

※ KPI 

担当課 全 課 

目的
日常の施設事故から大規模自然災害等の発生時に想定されるあらゆる危機への対策

を講じるため、総合的に危機管理対策の強化を図ります。 

事業の概要

「危機管理指針」やマニュアル等については、「甲府市地域防災計画」等との整合を図

る中で、想定される危害に対する個別対応マニュアル等の策定・見直し、応急給水資

機材等の充実、実践的な災害対応訓練を実施します。 

現状と課題

山梨県、甲府市、日本水道協会及び関係団体などと連携し、被災の経過や状況に応じ

た実践的かつ効果的な災害対応訓練等の実施や資機材の計画的な整備により災害対

応能力の向上を継続的に図っていくとともに、令和２（2020）年度に策定した「甲

府市上下水道事業業務継続計画（BCP）」を適宜見直し、計画全体のレベルアップを

図り、より効果的な計画として維持することが必要です。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

災害対応訓練 
実践的かつ効果的な

訓練の実施 

   

計画・マニュアル等随

時見直し 

必要に応じ随時見直

し 

   

応急水道資機材等整備 
災害時に必要な応急 

資機材の計画的整備 
   

業務指標 災害対策訓練実施回数（回）
※

 目標値 ９ 9 9 

事業費（千円） 3,037 3,347 3,347 

今後の事業展開 

「危機管理指針」や「甲府市上下水道事業業務継続計画（BCP）」の適宜

見直しのほか、職員の研修や訓練を定期的に実施するとともに、山梨県、

甲府市、日本水道協会及び関係団体などと連携し、被災の経過や状況に応

じた実践的かつ効果的な災害対応訓練等の実施に努めます。 
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事業番号９：水道施設等浸水対策事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 浄水課 

目的

河川の氾濫による浸水被害で浄水施設及び配水施設で機能不全が起こり、水道水の供

給が停止することのないよう必要な措置を講じます。また、併せて業務の拠点となる

上下水道局本局の設備（以下「本局の設備」という。）において浸水により、業務に支

障が出ないよう必要な措置を講じます。 

事業の概要
平瀬浄水場、昭和浄水場、配水池及び本局の設備の浸水危険箇所の浸水対策工事等を

行います。 

現状と課題

「昭和浄水場外浸水対策計画」を基に、対策工事を行っています。 

今後は物価の上昇などによる経費の増加が見込まれるため、設計の見直しなどを行い

経費の削減を目指していきます。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

昭和浄水場等浸水

対策事業 
浸水箇所の設計・工事等 

   

業務指標 業務進捗度（%） 77.79 100.00 － 

事業費（千円） 64,900 56,000 － 

今後の事業展開 
令和 3（2021）年度から令和 6（2024）年度までの 4 箇年で対策工事

を行っていきます。施設の浸水被害により、業務に支障を生じることがな

いよう必要な対策を実施していきます。 
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（2）管路･施設の更新及び耐震化の推進 

管路については、震災時の迅速な応急給水と応急復旧を図るため、基幹管路の耐震

化を計画的に進めるとともに、避難所・医療機関等の重要給水施設への供給管路の耐

震化を優先的に推進していきます。 

また、浄水施設・配水施設等についても、耐震診断結果等を踏まえ、計画的に更新

し、水道施設全体の強靭化を図ります。 

 

事業番号１0：水道管路耐震化事業（第六次甲府市総合計画実施計画  事業番号 上下-6） 

※ KPI 

 

担当課 水道課 

目的
管路施設の耐震性向上と、最適な水理機能、水質保持機能を維持するため、基幹管路

をはじめとする管路の更新に努めます。 

事業の概要

耐久性・耐震性に劣る経年管路の更新工事をはじめ、全ての管路工事において国の耐

震基準を満たす耐震管を採用し、耐震管率の向上を目指します。 

＜年間整備延長＞①基幹管路：500ｍ  ②重要管路：1,000ｍ  ③水運用計画路線：

1,000ｍ ④経年管路更新：4,500ｍ  ⑤その他：10,000ｍ 

現状と課題

令和 3（2021）年度末の耐震管率は 18.11％です。下水道工事に伴う配水管布設

替工事の減少などにより目標とする整備延長の確保が難しくなっています。基幹管路

等の災害対策工事や、経年管路の更新工事を可能な限り拡大しながら耐震化を進めて

いく必要があります。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

水 道 管 路 耐 震 化

事業 

全ての管路工事が対象 

・基幹管路耐震化工事 

・重要管路耐震化工事 

・水運用計画路線工事 

・経年管路更新工事 

・その他工事 

   

業務指標 

耐震管整備延長（ｍ） 

目標値 

17,000 17,000 17,000 

耐震管率（％）
※

 19.99 21.12 22.25 

管路更新率（％） 1.00 1.00 1.00 

事業費（千円） 2,529,900 2,410,000 2,410,000 

今後の事業展開 

令和４（2021）年度末の耐震管率は 18.92％となる見通しです。今後は、

災害対策工事、経年管更新工事を中心に、年間に既設管路の 1.00％を更

新し、新設管路の整備と合わせて、令和 9（2027）年度目標耐震管率

24.50％を目指します。 
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事業番号１1：浄水施設等更新事業（第六次甲府市総合計画実施計画  事業番号 上下-8） 

担当課 浄水課 

目的 浄水施設等の老朽化した設備の更新を行い、施設等の機能維持向上を図ります。 

事業の概要

平瀬、昭和浄水場及び各配水池等の老朽化設備等の更新工事を年次的に行います。 

平瀬浄水場：水質計器更新、ろ過池更生、照明設備更新、ポンプ設備更新、非常用 

発電設備更新等 

昭和浄水場：取水井制御盤更新等 

配水池等 ：ポンプ・制御盤更新等 

現状と課題

施設の稼働開始より 30 年以上が経過しており、各施設、設備とも更新の時期を迎え

ています。 

浄水処理や水道水の供給を行いながらの更新工事実施となるため、業務に支障をきた

すことがないよう、手法や工程管理等を勘案する必要があります。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

平瀬浄水場設備更新 

アセットマネジメン

トによる計画的な老

朽施設の更新 

   

昭和浄水場設備更新 
   

各配水池等設備更新 
   

業務指標 

施設等更新事業（平成 30 

（2018）～ 令和 9（2027））

の進捗率（％） 

目標値 56.44 68.22 82.48 

事業費（千円） 391,860 579,946 702,631 

今後の事業展開 
アセットマネジメントによる更新計画の見直しを行う中で、事業費の平準

化を図りながら、老朽化施設等の更新工事を進めます。 
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事業番号１2：配水施設等更新事業 

担当課 水道課 

目的

平常時及び非常時において安全で安定した給水を行うため、水道施設における耐震診

断結果に基づき、耐震性の低い配水池の更新を行うとともに、配水機能確保のための

配水施設更新を図ります。 

事業の概要 中区配水池及び高区配水池をはじめとする配水施設等の更新を行います。 

現状と課題

中区配水池及び高区配水池は築造から 60 年以上が経過しており、特に中区配水池は

現在稼動している施設の中で最も古く、基幹施設として求められる耐震性能を有して

いないことから、関連する送配水管も含めた適切な更新を実施する必要があります。

また、各配水施設の調査・点検を実施し、適切な更新を行うことで、配水機能の確保

に努めます。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

中区配水池更新 

工事 

アセットマネジメント

に基づく、配水施設等 

更新工事（電気・計装・ 

機械・土木） 

   

高区配水池運用・更

新計画見直し 

   

北部第２ポンプ場 

更新工事 

   

業務指標 

中区配水池更新工事進捗率（％） 

目標値 

4.6 31.6 94.8 

北部第２ポンプ場更新工事進捗率

（％） 
― 8.8 30.9 

事業費（千円） 678,040 657,134 720,292 

今後の事業展開 

中区配水池の更新に向け、令和 3（2021）年度に完了した詳細設計に基

づき、令和 5（2023）年度から令和 8（2026）年度に配水池の更新工

事を実施します。高区配水池の更新については、令和 4（2022）年度に

実施した水運用見直し業務において、配水池の運用にかかわる検討を行

い、その結果を見極めた上で方針を決定することとしたため、事業計画を

見直すこととしました。また、北部第２ポンプ場の更新工事を令和 6

（2024）年度から令和 8（2026）年度に実施することにより、中道エ

リアへの安定的な給水の確保を図ります。 
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事業番号 13：本局の庁舎改修事業 

担当課 総務課 

目的
本局の庁舎の計画的かつ効率的な改修を行い、維持管理経費及びエネルギー使用量の

削減を図るとともに、執務環境の向上を目指します。 

事業の概要
老朽化が進む本局の庁舎の建築設備劣化診断の結果による「庁舎維持管理計画」に基

づき、本局の庁舎の計画的かつ効率的な改修を行います。 

現状と課題
現在の本局の庁舎は、竣工から 42 年が経過し、老朽化が進んでいることから計画的

かつ効率的な改修が必要となっています。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

本局の庁舎改修 
「庁舎維持管理計画」に

基づき改修 

   

業務指標 本局の庁舎改修 目標値 実施 実施 実施 

事業費（千円） 3,500 3,500 3,500 

今後の事業展開 

診断結果より、本局の庁舎の改修は必要がありますが、緊急性を要し

ないことから、上下水道事業の財政状況を勘案しながら、年次的に効

率的な改修に努め、維持管理費及びエネルギー使用量の削減を図って

いきます。 
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3 将来に繋げる水道(持続） 

（1）経営基盤の強化 

将来にわたり安全・安心でおいしい水道水を安定的に供給していくためには、健全

経営を維持していくことが重要です。水需要の減少に伴う料金収入の減収や更新需要

の増大など厳しい経営状況においても、安定的な事業運営を行うために、長期的な財

政状況に留意し、アセットマネジメントの視点から適正な維持管理を行うとともに、

施設の長寿命化や更新費用の平準化を図り、効率的な投資に努めます。 

 投資財源の確保にあたっては、後年度負担に配慮し、適正な範囲での企業債の借り

入れを行うとともに、能率的な経営のもとでの適正な料金についても継続的に検討を

行い、持続可能な水道事業の経営基盤の強化を図ります。 

 また、事業運営の効率化や安定化を図るため、新たな民間活力の活用として、公民

連携についての検討を進めていきます。 

 

事業番号 14：企業債の適正発行と資金調達手法の検討 

担当課 経営企画課 

目的
今後発行を予定する企業債を適正水準で発行することや様々な資金調達手法の検討

をすることにより、投資財源の適正化を図り、将来の財政負担軽減に努めます。 

事業の概要

施設の整備・更新のために必要な資金の確保に努め、適正水準で計画的な企業債の借

入を行います。また、企業債だけではなく、将来の財政負担の軽減を図るため、様々

な資金調達方法を検討します。 

現状と課題

第 5 期拡張事業完成以降は、企業債発行の抑制や繰上償還など、財務体質の改善に努

めてきたことにより、全国平均と比べ給水収益に対する企業債残高の割合は大きく下

回っています。老朽化した施設の更新資金の確保が必要となりますが、企業債発行に

ついては、事業量に応じた適正な水準で発行することが必要となっています。 

事業計画

名称
年度 

説明 
2025 

適正水準での企業

債の発行 

現状の経営状況及び将

来の財政負担見込みを

考慮した、適正水準での

借入 

   

様々な資金調達手

法の調査・検討 

様々な資金調達手法に

ついての調査・検討 

   

業務指標 企業債残高対給水収益比率（％） 目標値 
265.16

以下 

265.16

以下 

265.16

以下 

事業費（千円） － － － 

今後の事業展開 

給水収益は、水需要の減少により引き続き減収傾向にあります。今後は、

施設の長寿命化や更新費用の平準化を図る中で、世代間負担の公平性の観

点から企業債を活用した財源の確保を行います。また、様々な資金調達手

法についても引き続き調査・検討を行います。 
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事業番号１5：水道料金の収納率向上、滞納整理の強化 

担当課 営業課 

目的
水道事業は水道料金収入による独立採算制を原則に経営を行っていることから、収入

確保に直結する収納率の向上、滞納整理の強化を図ります。 

事業の概要
滞納整理の強化として、催告書の送付、電話催告及び給水停止を積極的に行い、未収

金の早期回収に取り組んでいきます。 

現状と課題

人口減少や節水機器の普及等による水需要の減少傾向に伴う厳しい経営環境の中、財

源を確保するためには、収納率の向上は重要な課題であり、委託業者と連携を図り、

水道料金未収金の削減に努めていきます。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

水道料金の収納率

向上 

滞納者に対する速やか

な催告書送付、電話催

告、給水停止等の滞納整

理業務 

   

業務指標 
水道料金の収納率、現年度・過年

度（％） 
目標値 

現年度

90.09 

過年度

99.87 

現年度

90.09 

過年度

99.87 

現年度

90.09 

過年度

99.87 

事業費（千円） － － － 

今後の事業展開 

滞納者に対して、電話催告（昼・夜）、臨戸訪問を行うとともに、速やかに

催告書送付を行い、水道料金未収金の早期回収に努めます。また、納付意

思が見られない滞納者に対しては、給水停止処分を行い、収納率の向上に

努めていきます。 
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事業番号１6：民間活力の活用推進 （営業部門） 

担当課 営業課 

目的
営業部門の効率化を図るため、民間事業者の専門知識・技術・ノウハウを活用しなが

ら、適切な評価・管理のもとサービスセンター業務の民間委託を継続して行います。 

事業の概要
営業部門の各業務の包括的業務委託を推進します。契約期間ごとに委託業務の見直し

を行い、更に効率的な事業運営が可能か検討します。 

現状と課題

第 2 期のサービスセンター業務委託は、令和５（2023）年度が最終年度となり、令

和６（2024）年度からの第３期では料金システム及び給水工事受付システムの調達・

運用及び保守・管理を加えたものとなります。今後も毎月開催する評価委員会で業務

の評価を継続して行い、お客様ニーズを把握する中で業務の効率化及び更なるお客様

サービスの向上を図っていきます。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

サービスセンター

業務委託（第 2 期） 
第２期は令和 5(2023) 

年度まで、第３期は令和 

6(2024)年度から令和 

10(2028)年度 

   

サービスセンター

業務委託（第 3 期） 

   

業務指標 

受託事業者評価委員会開催回数

（回） 
目標値 

１2 １2 12 

業務実施水準達成率（％） 100 100 100 

事業費（千円） 184,088 309,400 309,400 

今後の事業展開 

第３期の業務委託では、料金システム及び給水工事受付システムの調達・

運用及び保守・管理など委託業務を追加し業務全般の効率化及び更なるお

客様サービスの向上を図ります。また、令和 5（2023）年度は、令和 6

（2024）年４月からの業務委託開始に向けて着実な準備に努めます。 
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事業番号１7：民間活力の活用推進（浄水場運転管理等） 

担当課 浄水課 

目的

事業運営の安定化や効率化を図るため、民間事業者の専門知識・技術・ノウハウを活

用し、適切な評価・管理のもと平瀬浄水場運転管理等業務の民間委託を継続して行い

ます。 

事業の概要
平瀬浄水場運転管理等業務（浄水場等の浄水処理管理、水質管理、維持管理、保守点

検、簡易修繕及び薬品の調達等）の包括的業務委託を推進します。 

現状と課題

「平瀬浄水場運転管理等業務委託」（第 2 期）が、良好に履行されたことにより、第

3 期において追加した点検業務等を確実に行うとともに、民間事業者の技術・ノウハ

ウを活用する中で、効率的かつ効果的に業務を履行しています。また、令和 5（2023）

年度に第３期が終了することから、令和 5（2023）年度中に第 4 期運転管理業務の

契約を締結し、令和６（2024）年度から始まる運転管理の準備を行います。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

平瀬浄水場運転管

理等業務委託 

（第 3 期） 
第 3 期は令和 5(2023) 

年度まで、第 4 期は令 

和 6(2024)年度から 

令和 10(2028)年度 

   

平瀬浄水場運転管

理等業務委託 

（第 4 期） 

   

業務指標 

受託事業者評価委員会開催回数

（回） 
目標値 

１2 １2 12 

業務実施基準達成率（％） 100 100 100 

事業費（千円） 141,900 214,005 214,005 

今後の事業展開 

平成 31（2019）年４月より第３期目の平瀬浄水場運転管理等業務委託

を開始し、業務委託の適切な進行管理を行う中、業務の効率化及び更なる

運転管理等の向上を図っていきます。 

また、第 4 期の業務委託の契約を行い、令和６（2024）年度から浄水場

運転管理等の効率的かつ効果的な運営を目指します。 
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事業番号１8：適正な水道料金の継続的な検討 

担当課 経営企画課 

目的

水道料金は、水道法第 14 条で「能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正

妥当なものであること」と定められており、持続可能な水道事業経営を図るための適

正な水道料金の検討を継続的に行います。 

事業の概要

概ね３年ごとに水道料金の見直しを行います。料金算定期間や適正な料金の算定にあ

たり第三者機関である「甲府市水道料金等審議会」を設置し、水道料金の審議をいた

だくとともに、適正な水道料金の検討を継続的に行います。 

現状と課題

令和 2（2020）年度に「甲府市水道料金等審議会」を設置し、令和 3（2021）年

度から令和 5（2023）年度までを算定期間とした水道料金について答申をいただき、

その答申を尊重する中で、水道料金は改定しないこととしました。 

水道事業は、人口減少や水需要の減少する中にあって、老朽施設の更新や災害に備え

た耐震化などの諸課題や昨今のエネルギー価格等の物価高騰の影響に対応し、将来に

わたって安定したサービスの提供を継続することが求められていることから、適正な

水道料金の継続的な検討が必要になります。 

また、「甲府市上下水道事業経営戦略」（以下「経営戦略」という。）は、一定期間の成

果の検証・評価に基づく改定が必要とされていることから、令和 6（2024）年度の

改定を目標に進捗管理を行っていく必要があります。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

水道料金水準の確

認・検討 

現状の水道料金が適正

な水準かどうか、決算状

況等に基づく確認・検討 

   

水道料金等審議会

の設置 

概ね 3 年に１度、適正

な水道料金等について

審議する第三者機関を

設置 

   

経営戦略の改定 

毎年度の進捗管理と 

一定期間の成果の検証 

・評価に基づく改定 

   

業務指標 
料金回収率（％） 

目標値 
100 以上 100 以上 100 以上 

水道料金等審議会の回数（回） 6 ― ― 

事業費（千円） 2,795 660 ― 

今後の事業展開 

適正な水道料金について継続的に確認・検討を行っていきます。 

また、令和 5（2023）年度に「甲府市水道料金等審議会」を設置し、料

金水準等について審議いただき、その答申を尊重する中で令和 6（2024）

年度以降の適正な水道料金について検討していくとともに、令和 6

（2024）年度の経営戦略改定を目標に進捗管理を行っていきます。 
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事業番号 19：給水台帳システムの整備 

担当課 給排水課 

目的

給水台帳の電子化を行い、給水台帳閲覧者への情報提供の迅速化等事務の効率化を図

るとともに、地図情報管理システム（GIS）との連携について協議を行い給水業務の

更なる効率化を推進します。 

事業の概要 給水台帳及び私設補助管台帳について、電子化を図ります。 

現状と課題

給水台帳は随時電子化しています。今後は、更なる業務の効率化並びにお客様サービ

スの向上のため、地図情報管理システム（GIS）と連携した整備について協議する必

要があります。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

給水台帳の電子化 

随時、給水台帳の電子化

を図るとともに、給水台

帳と既存私設補助管台

帳との関連付けを図る 

   

地図情報管理シス

テム（GIS）との連

携 

連携に向けた協議 

   

業務指標 電子化件数（件） 目標値 ２,000 2,000 2,000 

事業費（千円） － － － 

今後の事業展開 

新規申請の給水台帳について随時電子化を行うとともに、給水台帳と私設

補助管台帳の関連づけを図り、業務の効率化に向けたシステムとします。 

また、給水台帳の地図情報管理システム（GIS）と連携した整備に向け、

関係業務担当と協議を行います。 
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事業番号２0：上下水道事業アセットマネジメントシステムの運用等 

担当課 計画課・水道課・浄水課 

目的

水道施設更新計画の対象施設（管路・浄水施設・配水施設）のデータベース化を図り、

施設の基本情報をはじめ、調査点検結果、更新・修繕履歴などの施設情報を一元的に

管理することが可能なシステムを構築・運用することにより、適正かつ効率的な事業

の実施を図ります。 

事業の概要

平成 27・28（２０１５・２０１６）年度に策定した中長期にわたるアセットマネジ

メント手法を取り入れた更新計画を実施するため、情報のデータベース化を図るとと

もに、水道施設の調査点検及び更新・修繕の情報を管理するために構築した施設設備

管理システムを運用します。また、運用に必要なデータを適切に管理するとともに、

より利便性の高いシステムとするため、必要に応じて機能の修正・更新を図っていき

ます。 

現状と課題

管路施設のデータ管理については、地図情報管理システム（ＧＩＳ）を活用する中で

進めることとし、浄水場及び配水施設のデータ管理を行う施設設備管理システムにつ

いては、更新計画や非常時における業務への活用に向け、システムデータの整備と更

新を継続して実施していく必要があります。 

事業計画

名称
年度 

説明 
2025 

アセットマネジメ

ントシステムの運

用（施設設備管理シ

ステム） 

各施設データに、調査・

計画等の情報を加え、施

設管理や事業進捗管理

ができるシステムの運

用 

   

施設設備管理シス

テムの改良 

日常点検等の点検デー

タをシステムに取り込

むための機能の追加 

   

業務指標 
アセットマネジメントシステム

の運用・更新 
目標値

運用 

改良 
運用 運用 

事業費（千円） 13,024 6,820 6,820 

今後の事業展開 

施設更新計画への支援及び業務継続計画（BCP）の高度化に向け、施設

の維持管理データの蓄積を進める中で、必要に応じて改良を行い、シス

テムの利便性の向上と効果的な運用を図っていきます。 

令和 5（2023）年度は施設設備管理システムの日常点検等の点検デー

タを入力するための機能の追加を行い、今後の機器等の劣化度の参考と

なる維持管理データを蓄積し、システムの効果的な運用を図ります。 
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事業番号２1：効率的な事務の推進  

担当課 全課 

目的

Ｗｅｂ会議の活用については交通費等の削減と遠隔地とのリアルタイムな交信によ

る多様な働き方を実現するとともに、感染症まん延防止策としての非接触型会議とな

り、事務の効率化と感染症対策の効果が得られます。また、小型無人機（以下「ドロ

ーン」という。）やウェアラブルカメラ等によるデジタル技術を活用したデジタルト

ランスフォーメーション※（以下「DX」という。）を推進し、近年頻発する豪雨災害

や大規模地震への備えのほか、経験豊富な技術者の退職に伴う人材育成が喫緊の課題

となる中、先端技術を取り入れることで生活用水の永続的な安定供給に繋げていきま

す。 

事業の概要
Ｗｅｂ会議専用設備の活用により事務の効率化を推進します。また、「水道 DX」を推

進するため、ドローン等の活用を図ります。 

現状と課題

厳しい経営状況が見込まれている中、経営基盤の強化を図っていくため経費節減や時

間の有効活用等事務の効率化を図る必要があります。また、デジタル技術を活用した

「水道 DX」を推進し、生活用水の永続的な安定供給に繋げていく必要があります。 

事業計画

名称
年度 

説明 
2025 

Ｗｅｂ会議専用設

備の活用 

会議時のＷｅｂ会議専

用設備の使用による効

率化 

   

「水道 DX」の推進 ドローン等の有効活用    

業務指標 Ｗｅｂ会議専用設備の運用 目標値 運用 運用 運用 

事業費（千円） 111 111 111 

今後の事業展開 

会議においてＷｅｂ会議専用設備を活用し、経費削減と会議に係る業務

の縮減に努め、会議時間等の短縮による時間の有効活用と業務の充実を

図ります。また、「水道 DX」を推進するため、ドローン等の有効活用に

努めます。 

※デジタルトランスフォーメーション（DX）とは、デジタル技術を活用して行政サービス（事業） 

を変革（効率化）すること。 
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（2）広域連携の推進 

水道の普及が進み、市民生活に必要不可欠なライフラインとなった現在では、水道

を維持し、将来世代に確実に引き継ぐことは水道事業者の責務となっています。経営

環境が厳しさを増す中、他の公益事業と比べ事業規模の小さい市町村経営の水道事業

が基盤強化を図るためには、長期的展望に立ち、スケールメリットを活かした広域連

携を進めることが重要となってきます。 

 こうした状況を踏まえ、平成 29（2017）年度に山梨県が設置した「山梨県市町村

等水道事業の広域連携等に関する検討会儀」に参加する中で、将来における各水道事

業の経営状況や課題を整理し、事業の広域化をはじめ、施設の共同利用や事務の共同

実施、災害時の連携など幅広い広域連携の可能性について協議を行い、将来世代に繋

ぐ水道事業の基盤強化について検討を進めていきます。 

事業番号２2：水道事業広域連携の推進 

担当課 経営企画課・計画課 

目的

水道事業を取り巻く状況は、人口減少や水道施設の老朽化等に伴い、経営環境が厳し

さを増すことが見込まれる中で効率的な事業運営が求められています。こうしたこと

から、経営の持続可能性を確保するため、山梨県や関係市町村等との広域連携を効果

的に推進します。 

事業の概要

国から都道府県への要請により令和 4（2022）年度に山梨県が策定の「山梨県水道

広域化推進プラン」に基づき、引き続き「山梨県市町村等水道事業の広域連携等に関

する検討会議」に参画する中で広域連携について協議・検討を行い実施に努めます。 

現状と課題

広域化推進プランには当面の具体的な取組やスケジュール等が記載され、対象エリア

や構成などは検討会議において協議されていくことから、本市水道事業の効率的な運

営に向けて効果的な取組の実施に努めるとともに、実施内容を「甲府市上下水道事業

経営戦略」に反映していく必要があります。また、令和４（2022）年８月に中央市

と、災害時などの非常時に水道水を相互に融通し、給水の安定性の確保を図ることを

目的とした「災害時等非常用連絡管の設置に関する協定」を締結しました。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

広域化推進プラン

の取組の実施 

検討会議における取組

の協議・検討及び実施 

   

経営戦略の改定 
広域化推進プラン実施

内容を経営戦略に反映 

   

中央市との非常用

連絡管の設置 

協定に基づく非常用連

絡管（5 箇所）の設置 

   

業務指標 

広域連携検討部会の回数（回） 

目標値 

３ ３ ３ 

中央市との非常用連絡管の新規

設置箇所数（箇所） 
1 ― 1 

事業費（千円） 4,160 ― 4,300 

今後の事業展開 

県の検討会議に参画し、持続可能な水道事業経営に向けた広域的な連携を

図り、水道事業における効果的な広域化を推進します。また、中央市との

非常用連絡管の設置を協定に基づき着実に進めていきます。 
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（3）有収率の向上 

漏水を防止することは有収率の向上に必要な対策であり、経済的損失が抑制される

ほか、貴重な水資源の有効利用、浄水工程における使用エネルギーの削減など環境へ

の負荷軽減に繋がるとともに、道路の冠水や陥没また、これに伴う交通事故の防止や

断水被害の抑制などの安定した給水サービスの継続にも繋がります。 

こうしたことから特に、漏水の大半を占める地下漏水の削減に向けて、漏水調査方

法の見直しなどにより漏水発見率を高めるとともに、主な要因の一つである鉛製給水

管の布設替を着実に進め、有収率の向上を図ります。 

 

事業番号２3：鉛製給水管対策事業（第六次甲府市総合計画実施計画  事業番号 上下-7） 

担当課 水道課・給排水課 

目的
水道水の安全性を高めるとともに、漏水を防止し有収率の向上を図るため、鉛製給水

管の早期解消に努めます。 

事業の概要

公道部に残存する鉛製給水管について、平成 26（2014）年度に策定した「鉛製給

水管布設替基本計画」に基づき、面的整備による布設替え、配水管布設替工事及び漏

水修理工事に伴う布設替えを実施するとともに、給水装置改造工事における公道部鉛

製給水管の同時布設替えを実施します。 

現状と課題

令和 3（2021）年度末残存件数は 20,958 件となっており、鉛製給水管率は約 24％

です。下水道工事に伴う配水管布設替工事の減少などの影響から目標とする布設替件

数の確保が難しくなってきています。給水装置改造工事において可能な布設替えを行

うとともに、配水管更新工事との連携を一層強めながら布設替件数の拡大を図る必要

があります。 

事業計画

名称
年度 

説明 
2025 

鉛製給水管布設替

事業 

配水管布設替工事、漏水

修理工事及び基本計画

による面的整備工事に

よる鉛製給水管布設替

え 

   

給水装置工事に伴

う布設替事業の実

施 

給水装置の改造工事申

請に伴う鉛製給水管布

設替え 

   

業務指標 
鉛製給水管布設替件数（件） 

目標値
900 900 900 

鉛製給水管率（％） 21.11 19.97 18.83 

事業費（千円） 220,939 200,000 200,000 

今後の事業展開 

令和 4（2022）年度末の鉛製給水管率は約 23％となる見通しです。鉛

製給水管が残存する給水装置については、配水管との同時布設替え、面的

整備による給水管布設替え及び給水装置改造工事と連携した布設替えを

実施します。全体で年間 900 件の布設替えを実施し、令和 9（2027）

年度目標の鉛製給水管率 16.55％を目指します。 
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事業番号２4：漏水防止対策事業   

担当課 水道課 

目的
漏水による経済的損失を抑制し有収率の向上を図り、安定した給水サービスを提供す

るとともに、貴重な水資源の有効利用を図るため、漏水防止対策の強化に努めます。 

事業の概要

地上漏水の迅速な修理を行うとともに、計画的な漏水調査を実施し、地下漏水の早期

発見・修理に努めます。また、「水道管路耐震化事業」「鉛製給水管対策事業」につい

ても計画的に進め、漏水を未然に防止します。 

現状と課題

令和 3（2021）年度末の有収率は、令和 2（2020）年度に比べて 0.57 ポイント

改善し 85.93％となりましたが、全国平均の 90％を下回っていることから、更なる

対策の強化が必要です。 

事業計画

名称
年度 

説明 
2025 

漏水調査・修理業務 

漏水調査方法の見直し

による効果的な地下漏

水の防止 

   

業務指標 

漏水調査件数（件） 

目標値

全戸数 全戸数 全戸数 

有収率（％）
※

 84.24 84.81 85.38 

事業費（千円） 65,774 70,000 70,000 

今後の事業展開 

令和元（2019）年度から開始した時間積分式漏水発見器による検針時簡

易漏水調査を給水区域全域で実施するとともに、監視型調査機器による配

水管の漏水調査を行うことで、地下漏水の一層の早期発見・修理に努めま

す。 

※ KPI 
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（4）技術・経営ノウハウの継承 

将来にわたる水道サービスの維持・向上のため、水道技術を支える職員を確保し、

専門性に富んだ人材を適切に配置する中で、技術や経営ノウハウの習得を目的として、

外部機関等が開催する研修会への職員の積極的な派遣や、職員研修の充実によりスペ

シャリストを養成するとともに、業務マニュアルを見直し、技術・経営ノウハウの継

承に努めます。 

 

事業番号２5：人材育成、技術・経営ノウハウの継承 

担当課 総務課 

目的

将来にわたる水道サービスの維持・向上のため、技術や経営ノウハウの習得を目的と

して、外部機関等が開催する研修会への職員の積極的な派遣や、職員研修の充実によ

りスペシャリストを養成していきます。 

また、業務マニュアルを見直し、技術・経営ノウハウの継承に努めます。 

事業の概要

特別研修（外部機関の研修を受講する専門研修等）、職場研修（OJT）及び自主研修

（職員の自発的かつ主体的な自己啓発、自主活動、資格取得）の充実を図ります。 

また、業務マニュアルの更新・整備を推進します。 

現状と課題

ベテラン職員の退職等を勘案する中で、技術の継承・向上が図られる人材育成に努め

る必要があります。近年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、外部機

関の研修ではオンライン研修が増加し、研修を受講しやすくなりましたが、オンライ

ン研修を集中して受講できる環境が必要となっています。 

事業計画

名称
年度 

説明 
2025 

各種研修の充実 
特別研修、職場研修及び

自主研修の充実 

   

業務マニュアルの

更新・整備 

業務マニュアル（各種手

順書）の更新・整備 

   

業務指標 研修時間（h）
※

 目標値 25.48 25.86 26.24 

事業費（千円） 4,132 4,132 4,132 

今後の事業展開 

漏水調査等の技術の向上を図るため、昭和北方水源に設備した研修施設を

活用していきます。更に、これまで培ってきた技術やノウハウを、次世代

に引き継ぐ効果的な研修を行っていきます。（職場研修等の充実） 

また、オンライン研修を集中して受講できる環境を充実するとともに、コ

ロナ禍の状況を鑑みながら、県外で開催される技術職員対象の専門研修へ

の参加機会も増やし、専門的知識等の修得を図ります。 

※ KPI 
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4 お客様満足度の高い水道(信頼) 

（1）親しみやすく、わかりやすい情報の提供 

 健全な事業経営を持続していくためには、お客様をはじめ、将来を担う子供たちに

も水道事業について広く理解していただき信頼を得ることが重要です。 

そのため、満足度調査の継続的な実施やお客様からの声を重視するとともに、効果

的な情報共有が図られるよう、料金のしくみ、経営情報、事業の取組内容等について、

親しみやすく分かりやすい情報の提供に努め、より積極的、戦略的なＰＲ活動を展開

します。 

事業番号２6：戦略的ＰＲ活動の展開 

担当課 経営企画課 

目的
水道事業の施策や経営状況等について PR 活動を行うとともに、多様化するお客様ニ

ーズを的確に把握し、お客様の理解を深めることで満足度の向上を図ります。 

事業の概要
事業内容や経営状況を様々な媒体を活用し、積極的かつ効果的な情報提供に努め、水

道事業への理解を深めていただくための戦略的なＰＲ活動を展開します。 

現状と課題

ボトルドウォーター「甲府の水」（以下「甲府の水」という。）を活用した安全でおい

しい水道水のＰＲ活動とともに、水環境教育冊子「ぐるぐる回る水のしくみ」（以下

「教育冊子」という。）を効果的に活用するなど、将来を担う子供たちも含め市民に

広く水道事業の実情について理解を得るためのＰＲ活動に努めています。 

また、令和 3（2021）年度からは、水道事業をより身近に感じられる意識醸成を目

的に、本局ホームページ上において、Ｗｅｂと映像を融合した特設サイト「あたりま

えの、裏にあるもの」（以下「特設サイト」という。）を開設しＰＲ活動を展開してい

ますが、令和 4（2022）年度に実施した「お客様満足度調査」における特設サイト

の認知度は低い状況であったことから、より積極的なＰＲ活動に努めていく必要があ

ります。なお、「甲府の水」は、令和 4（2022）年度製造分より、環境負荷を考慮し

た「アルミ缶」に変更し PR 活動に活用していく予定です。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

広報・ＰＲ活動 
甲府の水、教育冊子等を活用

したＰＲ活動の推進 

   

特設サイトを活

用したＰＲ活動 

特設サイトを活用した水道事

業への意識醸成の推進 

   

給水スポット関

連事業 

・給水スポット設置 

・マイボトル販売、配布 

・移動型給水スポット 

等を活用したＰＲ活動 

   

業務指標 

「甲府の水」配布本数（本） 

目標値 

22,000 22,000 22,000 

「教育冊子」配布冊数（冊） 3,000 3,000 3,000 

給水スポットの新規設置箇所数（箇所） 1 1 1 

事業費（千円） 17,735 19,860 15,435 

今後の事業展開 

令和 5（2023）年度からは、新たに給水スポットの設置やボトルドウォ

ーター「甲府の水」の材質変更など「甲府のおいしい水道水」の魅力を発

信する事業を展開する中で、特設サイトの積極的な周知を行い、水道事業

への更なる理解度向上に努めていきます。併せて、給水スポット関連事業

等を通して、持続可能な社会の実現（ＳＤＧｓ）を推進していきます。 
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事業番号２7：情報共有、協働による相互理解を深めた事業運営（広報等） 

担当課 経営企画課 

目的

生活に欠かせない水道水を安心して利用していただくため、お客様からの水道事業や

水道水に対する意見等を事業運営に活かしていけるよう、情報発信・情報収集を行い

ます。 

事業の概要

本局ホームページ（以下「ホームページ」という。）を活用し、広く分かりやすい情

報発信を行います。また、お客様満足度調査やインターネットモニターを活用し、幅

広いお客様からより多くの声を聞き、事業に活かせるよう様々な媒体を通じて情報収

集に努めます。更に、経営全般について第三者機関からの意見等をいただき、経営戦

略の着実な推進を図ります。 

現状と課題

ホームページによる情報提供、お客様満足度調査、インターネットモニターの設置を

実施しています。インターネットモニターについては、アンケートに加え、モニター

調査対象者にメールマガジンを随時発信し、より効果的な情報提供を行っています。 

また、第三者機関である「甲府市上下水道事業推進会議」を開催し、経営戦略の推進

等に係る意見等をいただいています。 

水道事業に対する実感度は高いものの、過去のお客様満足度調査から、様々な取り組

みに対する認知度が低い結果であったことから、その要因を分析し事業に関する多く

の意見を拝聴する中で、認知度を上げる必要があります。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

ホームページ情報

共有 

ホームページを活用し

た情報共有の推進 

   

インターネットモ

ニター 

アンケート調査、メール

マガジン発信の実施 

   

お客様満足度調査 
給水区域内世帯等への

アンケート調査 
   

甲府市上下水道事

業推進会議 

経営戦略の推進等に係

る意見等の聴取 

  
 

業務指標 

インターネットモニターアンケ

ート調査回数（回） 

目標値 

2 2 2 

インターネットモニターメール

マガジン配信回数（回） 
10 10 10 

甲府市上下水道事業推進会議 

回数（回） 
－ 3 4 

市民実感度調査（ポイント）
※

 3.33 3.33 3.33 

事業費（千円） 1,485 1,523 1,523 

今後の事業展開 

常にお客様の声に耳を傾け、事業や経営に反映することで、お客様の満足

度の向上に繋げていきます。第三者機関「甲府市上下水道事業推進会議」

からの提言及び令和 4（2022）年度に実施したお客様満足度調査の結果

を参考に、経営基盤の強化に努めます。 

※ KPI 
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事業番号２8：水質検査情報の公表 

担当課 浄水課 

目的
安心して水道水を使用していただくため、水質検査情報を積極的に公表し、水質検査

の信頼性の向上を図ります。 

事業の概要

水質検査は、水道水の安全性を保証するものであり、広くお客様に安心して水道水を

使用していただけるよう、水質検査情報の公表を行います。また、水質に関する疑問・

問合せ等には適切に丁寧な対応を行います。 

現状と課題

甲府の水道水の水質に安心していただけるよう、水質検査計画及び水質検査結果を公

表し、さらに水質に関する問い合わせ等については、適切な対応に努める必要があり

ます。 

事業計画

名称
年度 

説明 
2025 

ホームページ情報

発信 

水質基準項目 

給水 12 ヶ所×年４回 

   

水質検査に関する

意見反映 

水質検査に関する意見

を「水質検査計画」への

反映 

   

業務指標 ホームページ掲載回数 目標値 ４ ４ 4 

事業費（千円） ― ― ― 

今後の事業展開 

お客様より寄せられた水質に関連する問い合わせ等に関しては、適切に丁

寧な対応を行います。また、水質検査などに関する意見等については、「水

質検査計画」に反映させていきます。 
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（２）お客様の利便性の向上 

 お客様が水道を利用するための各種手続きや支払方法等について、幅広いニーズに

応えられるよう利便性の向上を図る取り組みを行います。 

 

事業番号 29：顧客満足度向上事業 

担当課 営業課 

目的
水道料金に関する各種手続きや支払い方法等におけるお客様ニーズを的確に把握・反

映するとともに、その利用の促進に努め、お客様満足度の向上を図ります。 

事業の概要

インターネットを利用し、ホームページからの水道使用開始及び中止の手続きや、水

道使用開始申込書・口座振替依頼書・クレジットカード払い申込書の請求手続きのＰ

Ｒを行います。また、新たな支払方法やオンライン手続きなどの導入について継続し

て検討します。 

現状と課題

インターネットを利用した使用開始・中止の手続きや、各種申込書のホームページか

らの請求が可能となっているとともに、スマートフォンアプリによる支払い（ペイペ

イ、ラインペイ）を導入し、支払い方法の多様化を図っています。また、引越の際の

手続では、インターネットによる転居手続き一括申込サービスの導入を図り、更なる

お客様満足度の向上を図っていきます。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

支払方法の検討 
多様化する支払方法の

導入について検討 

   

インターネットに

よる手続きの促進 

ホームページからの各

種手続き等の利用者増

加に向けたＰＲ方法の

検討 

   

業務指標 インターネット利用率（％） 目標値 6.9 6.9 6.9 

事業費（千円） 330 405 497 

今後の事業展開 

オンラインによる口座振替やクレジットカード払いの申込など、お客様の

利便性の更なる向上を目指していきます。また、インターネットによる転

居手続き一括申込サービスを導入することにより、オンラインによる手続

き方法の多様化と利便性の向上を目指します。 
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5 環境に配慮した水道(環境) 

（1）環境保全への貢献 

水道事業は、取水・浄水・送水・配水における過程で大量のエネルギーを消費する

ことから、環境保全に対する社会的責任を果たすため、現在、本局の庁舎屋上に太陽

光発電の設置、山宮減圧槽においては小水力発電施設を導入するなど、再生可能エネ

ルギーを活用していますが、今後は「甲府市水道事業環境計画」に基づき、更なる再

生可能エネルギーの利活用を図り、温室効果ガスの削減に努め、環境保全に貢献して

いきます。 

 

事業番号３0：環境･エネルギー利活用事業（本局） 

担当課 総務課 

目的
太陽光発電の利用及び庁用自動車のガソリン使用量削減による環境負荷の軽減を図

ります。 

事業の概要
本局庁舎屋上に設置された太陽光発電の活用や庁用電気自動車を活用し、温室効果ガ

スの削減に努めます。 

現状と課題

平成 18（2006）年度に本局庁舎屋上に設置された太陽光発電を利用し、本局の庁

舎の電力使用量の一部を賄うとともに、令和元（2019）年度に電気自動車 2 台を導

入しました。 

庁用自動車の更新においては、より環境負荷の軽減を図っていくため、運行状況や業

務適性などを考慮する中で、更にクリーンエネルギー自動車の導入についても検討す

るとともに、効果的に活用する必要があります。 

事業計画

名称
年度 

説明 
2025 

太陽光発電の活用 
本局の庁舎で使用する

電力の一部を賄うもの 

   

庁用電気自動車の

活用 

庁用電気自動車の効果

的な活用 

   

業務指標 CO2 削減量（ｔ） 目標値 8.47 8.47 8.47 

事業費（千円） 1,327 1,327 1,327 

今後の事業展開 
太陽光発電・庁用電気自動車を効果的に活用し、引き続き環境負荷の軽減

に努めていきます。 
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事業番号３1：環境・エネルギー利活用事業（水道施設） 

担当課 計画課・浄水課 

目的
温室効果ガスや廃棄物などを削減し環境負荷の軽減を図るため、水道施設を利用した

再生可能エネルギーの利活用や廃棄物の有効利用などを推進します。 

事業の概要
落差による水力エネルギーを活用した小水力発電など再生可能エネルギーの利活用

や浄水過程で発生する汚泥の再資源化等により環境負荷の軽減に取り組みます。 

現状と課題

水道事業は、水道水を供給する過程において様々な環境負荷を与えており、公益サー

ビスの提供者という立場から、環境保全に対する社会的責任を率先して果たすことが

強く求められていることから、再生可能エネルギーの利活用拡大など環境負荷の軽減

に取り組む必要があります。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

山宮発電所小水力

発電 

東京発電との山宮減圧

槽施設内への小水力発

電設備設置による小水

力発電の取り組み 

（契約年度：平成 21

（2009）～令和 10

（2028）年度） 

   

荒川ダム発電所管

理用発電 

山梨県との共同事業と

して利水放流を利用し

た発電の取り組み 

   

浄水汚泥の有効活

用 

機械脱水及び天日乾燥

汚泥の有効活用 

   

業務指標 

山宮減圧槽 CO2 削減量（ｔ） 

目標値 

335 335 335 

荒川ダム CO2 削減量（ｔ） 191 191 191 

浄水汚泥リサイクル率（％） 100 100 100 

事業費（千円） ― ― 92,400 

今後の事業展開 

環境・エネルギー対策として、山宮減圧槽を利用した小水力発電及び山梨

県と共同事業として利水放流を利用した発電を今後も継続していくとと

もに、再生可能エネルギーの利活用拡大などの検討を進めていきます。ま

た令和 4（2022）年度から協定を結んだのり面緑化基盤材など浄水汚泥

の再資源化を図り、環境負荷の軽減に取り組みます。 
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（2）効率的な水運用 

継続的な水需要の減少に対しては、自然流下で配水を行う平瀬系の施設能力を最大

限利用するとともに、地下水をポンプにより取水し、圧送している昭和系の施設能力

の縮小を図り、効率的な水運用に努めます。 

 

事業番号３2：効率的な水運用の推進 

担当課 計画課・水道課・浄水課 

目的
継続的な水需要の減少により生じる浄水能力の余剰を最小限に抑えるため、最適な水

道システムを構築します。 

事業の概要

荒川表流水を水源とし自然流下で配水を行う平瀬系と、地下水を水源としポンプ圧送

配水を行う昭和系について、施設能力を効率的に利用するための調整を行うととも

に、平瀬・昭和系から中道系への給水を含め、需要に即した給水区域全体の取水・配

水計画を策定し、最適な水道システムの構築による効率的な水運用を図ります。 

現状と課題

最新の水需要予測に基づき、平瀬、昭和両浄水場の運用を中心とする新たな水運用計

画を策定した。今後も水需要の減少が継続するなかで、山梨県水道広域化推進プラン

との整合性を図りながら、新たな水運用計画のもと、主要施設の更新や統合及び管路

の整備、更新を進める必要があります。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2025 

水運用計画に基づ

く配水管理 

・山宮減圧槽系幹線の

運用拡大 

・和田低区系配水区域

の確立 

・平瀬・昭和系からの中 

道系給水の拡大及び 

北部配水区域の統合 

・その他 

  

業務指標 施設利用率（％） 目標値 46.00 46.00 46.00 

事業費（千円） ― ― ― 

今後の事業展開 

新たに策定した水運用計画に基づき、主要施設の更新や統合及び管路の整

備、更新を推進することで効率的な水運用を図ります。 

また、取水井戸についても、水需要と渇水時等災害時を考慮した水量を確

保するなかで、施設の縮小を進めていきます。 
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３ 重要業務指数（KPI） 

経営方針に基づく各施策の達成状況をわかりやすい形で示すために「水道事業ガイ

ドライン（日本水道協会）」「経営指標」「甲府市市民実感度調査」などの各種指標の

中から、甲府市上下水道事業として特に重要と思われる指標を経営方針ごとに抽出

し、3 年間の目標値を設定しました。 

今後は、この目標値の達成に向けて事業を推進するとともに、毎年度進捗管理を行

う中で、達成度の低いものや進捗に遅滞が見られるものについては、その原因を明ら

かにし、事業の見直しや改善等に取り組み、お客様サービスの維持・向上を図ります。 

 

 

 

 

【安全でおいしい水道（安全）】 

施  策 ＫＰＩ 説   明 
2021 年度

実績値 

2023 年度

目標値 

2024 年度

目標値 

2025 年度

目標値 

水源保全の推進 

水源保全

活動の参

加者数

（人） 

水源保全活動状況を

表す指標       

（多いほどよい） 

237 750 750 750  

水質管理の充実 

平均残留 

塩素濃度

（mg/ℓ） 

水道の水の安全及び

塩素臭発生に与える

影響を表す指標           

（給水区域の末端で遊離

残留塩素濃度 0.1mg/ℓ

以上を満たすことが必

要） 

0.27 

 

0.10 

 ～ 

0.35 

 

 

0.10 

 ～ 

0.35 

 

0.10 

 ～ 

0.35  

給水装置等の 

安全管理の推進 

貯水槽水

道指導率

(%) 

私有財産である貯水

槽水道への水道事業

者の関与状況を表す

指標（高いほどよい） 

98.54  98.00 98.50 99.00 

 

【災害に強くしなやかな水道（強靭）】 

施  策 ＫＰＩ 説   明 
2021 年度

実績値 

2023 年度

目標値 

2024 年度

目標値 

2025 年度

目標値 

危機管理対策の

強化 

災害対策

訓練実施

回数（回） 

自然災害等に対する

危機対応性を表す指

標（多いほどよい） 

10  9 9 9 

管路・施設の 

更新及び耐震化

の推進 

管路の 

耐震管率

（%） 

地震災害に対する水

道管路網の安全性・

信頼性を表す指標

（高いほどよい） 

18.11  19.99 21.12 22.25  

水 道 事 業 

３ 重要業務指数（KPI） 
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【将来に繋げる水道（持続）】 

施  策 ＫＰＩ 説   明 
2021 年度

実績値 

2023 年度

目標値 

2024 年度

目標値 

2025 年度

目標値 

経営基盤の強化 

経常収支

比率

（%） 

経常費用が経常収益

によってどこまで賄

われているかを示す

指標     

（100％以上であるこ

とが必要）      

124.14  
100.00

以上 

100.00

 以上 

100.00

 以上 

有収率の向上 
有収率

（%） 

給水される水量が 

どの程度、収益につ

ながっているかを 

表す指標         

（高いほどよい）         

85.93  84.24 84.81  85.38  

技術・経営ノウ

ハウの継承 

研修時間

（時間） 

職員の資質向上の 

ための取組状況を 

表す指標          

（高いほどよい）          

21.25 25.48  25.86  26.24 

 

【お客様満足度の高い水道（信頼）】 

施  策 ＫＰＩ 説   明 
2021 年度

実績値 

2023 年度

目標値 

2024 年度

目標値 

2025 年度

目標値 

親しみやすく、

わかりやすい 

情報提供 

水道水の

安定供給

について

の市民実

感度（ポイ

ント） 

甲府市が実施する 

市民実感度調査の 

実感度        

（ポイントが高いほど

満足度が高い、最高４

ポイント） 

― 3.33 3.33 3.33  

お客様の利便性

の向上 

 

【環境に配慮した水道（環境）】 

施  策 ＫＰＩ 説   明 
2021 年度

実績値 

2023 年度

目標値 

2024 年

度目標値 

2025 年度 

目標値 

環境保全への 

貢献 

取水・浄

水・配水

施設の年

間電力使

用量（千

kwｈ） 

省エネルギー対策へ

の取り組み度合いを

表す指標        

（低いほどよい） 

4,123 4,406 4,362  4,318  
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 長期財政収支見通し 

○収益的収支 

 

  

区　　　分

1 4,320 4,279 4,247

(1) 4,261 4,223 4,192

(2) 30 28 28

(3) 29 28 27

2 1,131 1,107 1,101

(1) 10 9 8

10 9 8

0 0 0

(2) 763 739 734

(3) 358 359 359

(A) 5,451 5,386 5,348

1 4,622 4,648 4,661

(1) 622 669 613

282 276 278

37 98 38

303 295 297

(2) 1,707 1,832 1,857

143 144 145

387 386 388

63 54 56

1,114 1,248 1,268

(3) 2,293 2,147 2,191

2 43 40 65

(1) 32 30 54

(2) 11 10 11

(B) 4,665 4,688 4,726

(C) 786 698 622

(D) 14 14 14

(E) 9 9 9

(F) 5 5 5

791 703 627

2025
年　　　度

収

益

的

収

入

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

2023 2024

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

修 繕 費

材 料 費

そ の 他

減 価 償 却 費

そ の 他

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

動 力 費

支 出 計

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (C)+(F)

経 常 損 益 (A)-(B)

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益 (D)-(E)

（税抜／単位：百万円） 
（各家庭に水道水をお届けするための経費と財源） 

※2023 年度は当初予算修 

４ 財政収支見通し 
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○資本的収支 

 

 

年　　　度

区　　　分

1 1,768 1,738 1,895

0 0 0

2 0 0 0

3 1 5 22

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 217 191 191

9 92 88 84

(A) 2,078 2,022 2,192

(B) 0 0 0

(C) 2,078 2,022 2,192

1 4,076 4,043 4,151

132 132 133

2 311 227 177

311 227 174
0 0 3

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

(D) 4,387 4,270 4,328

(E) 2,309 2,248 2,136

1 1,125 1,357 1,333

2 841 791 703

3 0 0 0

4 343 100 100

(F) 2,309 2,248 2,136

0 0 0

(G) 0 0 0

(H) 3,976 5,487 7,205

○他会計繰入金

年　　　度

区　　　分

10 9 8

10 9 8

0 0 0

1 5 22

1 5 22

0 0 0

11 14 31合                                       計

う ち 基 準 外 繰 入 金

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

2024 20252023

補 塡 財 源 不 足 額              (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

計

資本的収入額が資本的支出額に不足する額(D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

既 往 分
新 規 分

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の
財源充当額

純 計 (A)-(B)

2023 2024 2025

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

（税込／単位：百万円） 
（水道施設を建設・改良するための経費と財源） 
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1.1 施策体系 

経営方針             施 策（１１施策） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 下水道事業戦略推進事業 

１ 災害に強く快適な下水道（安全・強靭） 

（２）管路・施設の耐震化の推進 

（４）公共用水域の水質保全の推進 

（３）汚水管きょの整備 

（１） 危機管理対策の強化 

（１）経営基盤の強化 

（３）有収率の向上 

（４）技術・経営ノウハウの継承 

２ 将来に繋げる下水道（持続） 

（１）親しみやすく、わかりやすい 
情報の提供 

（２）お客様の利便性の向上 

３ お客様満足度の高い下水道 （信頼） 

４ 環境に配慮した下水道 （環境） （１）環境保全への貢献 

1 施策体系 

（２）効果的な改築 
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1.2  計画期間における取り組み事業計画 

 

（1）事業一覧 

経営方針 施策 
事業

番号 
事業名 担当課 頁 

災害に強く 
快適な下水道 
(安全・強靭) 

危機管理対策の
強化 

1 総合的危機管理対策の強化 全課 49 

2 処理場等施設耐水化事業 浄化センター 50 

管路・施設の耐
震化の推進 

３ 下水道総合地震対策計画策定事業 計画課 51 

4 下水道地震対策事業（管路）※ 下水道課 52 

5 
下水道地震対策事業 
（処理場・ポンプ場）※ 

浄化センター 53 

汚水管きょの 
整備 

6 公共下水道計画策定事業 計画課 54 

７ 汚水管きょ整備事業 ※ 
計画課 

下水道課 55 

公共用水域の水
質保全の推進 

8 下水道接続促進事業 ※ 給排水課 56 

9 雨水管きょ整備事業（浸水対策） 
計画課 

下水道課 57 

１０ 流入汚水の水質保全対策 浄化センター 58 

１１ 放流水の水質保全対策 浄化センター 59 

将来に繋げ
る下水道 
（持続） 

経営基盤の強化 

１２ 
企業債依存度の縮減と資金調達手
法の検討 

経営企画課 60 

１３ 
適正な下水道使用料の継続的な 
検討 

経営企画課 61 

１４ 排水設備台帳システムの整備 給排水課 62 

１５ 
下水道台帳管理システムデータ 
整備 

計画課 63 

１６ 
下水道使用料の収納率向上、滞納
整理の強化 

営業課 64 

１７ 民間活力の活用推進（営業部門） 営業課 65 

１８ 民間活力の活用推進（排水施設等） 下水道課 66 

2 計画期間における取り組み事業計画 
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経営方針 施策 
事業
番号 

事業名 担当課 頁 

将来に繋げ
る下水道 

（持続） 

経営基盤の強化 

１９ 
民間活力の活用推進 
（水処理施設等） 

浄化センター 67 

２０ 効率的な事務の推進 全課 68 

２１ 
下水道事業の広域化・共同化の 
推進 

経営企画課 
計画課 69 

効果的な改築 

２２ 
上下水道事業アセットマネジメン
トシステムの運用等 

計画課 

下水道課 

浄化センター 
71 

２３ 管路施設の調査及び改築事業 ※ 下水道課 72 

２４ 
マンホールポンプ施設の調査及び
改築事業 

下水道課 73 

２５ 
処理場等施設の調査及び改築 
事業  ※ 

浄化センター 74 

有収率の向上 

２６ 正確な汚水排水量の把握 営業課 75 

２７ 浸入水防止対策（管路） 下水道課 76 

２８ 浸入水防止対策（誤接続） 給排水課 77 

技術・経営ノウ
ハウの継承 

２９ 
人材育成、技術・経営ノウハウの 
継承 

総務課 78 

お客様満足度 
の高い下水道 

（信頼） 

親しみやすく、
わかりやすい情
報の提供 

３０ 戦略的ＰＲ活動の展開 経営企画課 79 

３１ 
情報共有、協働による相互理解を
深めた事業運営（広報等） 

経営企画課 80 

お客様の利便性
の向上 

３２ 顧客満足度向上事業 営業課 81 

環境に配慮 
した下水道 
（環境） 

環境保全への貢
献 
 

３３ 
環境・エネルギー利活用事業 
（本局） 

総務課 82 

３４ 
環境・エネルギー利活用事業 
（浄化センター） 

計画課 
浄化センター 83 

※第六次甲府市総合計画実施計画事業に位置づけられているもの 
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（2）取り組み事業計画 

１ 災害に強く快適な下水道（安全・強靭） 

（1）危機管理対策の強化 

下水道事業者は、市民生活に欠かすことでのできないライフライン事業者として、

巨大地震をはじめ、台風などの風水害、施設事故など、多様な危機事象に対処する危

機管理能力が求められます。 

 そのため、職員が被災時に遅滞なくより適切に業務に取り組めるよう「甲府市上下

水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）」を見直すとともに、「危機管理指針」及びマニュア

ル等について、「甲府市地域防災計画」等との整合を図る中で、必要に応じて見直し

を行います。また、応急資機材等の充実、実践的な災害対応訓練を実施し、総合的に

危機管理対策の強化を図ります。 

 

事業番号 1：総合的危機管理対策の強化 

担当課 全 課 

目的 
日常の施設事故から大規模自然災害等の発生時に想定されるあらゆる危機への対策
を講じるため、総合的に危機管理対策の強化を図ります。 

事業の概要 

「危機管理指針」や「甲府市上下水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）」、各種マニュアル

等については、「甲府市地域防災計画」等との整合を図る中で、随時見直しを行いま

す。また、想定されるあらゆる危機を特定・分析し、個別対応マニュアル等の策定・

見直し、下水道資機材等の確保、実践的な災害対応訓練を実施します。 

現状と課題 

山梨県、甲府市、日本下水道協会及び関係団体などと連携した被災の経過や状況に応

じた実践的かつ効果的な災害対応訓練等の実施や資機材の計画的な整備により災害

対応能力の向上を継続的に図っていくことが重要です。また、これまでの地震災害に

加え風水害や感染症といった事象に対応するために、令和２（2020）年度に新たに

水道事業の業務継続と一体化し策定した業務遂行の基本的指針となる「甲府市上下水

道事業業務継続計画（BCP）」を適宜見直し、計画全体のレベルアップを図り、より

効果的な計画として維持継続することが必要です。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

災害対応訓練 
実践的かつ効果的な訓

練の実施 
   

計画・マニュアル等

随時見直し 
必要に応じ随時見直し 

   

応急下水道資機材

等整備 

災害時に必要な応急資

機材の計画的整備 

   

業務指標 災害対策訓練実施回数※（回） 目標値 5 5 5 

事業費（千円） 359 1,284 1,284 

今後の事業展開 

「危機管理指針」や「甲府市上下水道事業業務継続計画（BCP）」の適宜

見直しのほか、職員の研修や訓練を定期的に実施するとともに、山梨県、

甲府市、日本下水道協会及び関係団体などと連携し、被災の経過や状況に

応じた実践的かつ効果的な災害対応訓練等の実施に努めます。 

※重要業務指標（以下 KPI 、内容は 85・86 ページ参照） 
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事業番号２：処理場等施設耐水化事業 

担当課 浄化センター 

目的 
河川氾濫等による浸水に対して浄化センター、住吉中継ポンプ場等の機能不全を防止

するため必要な措置を講じます。 

事業の概要 
浄化センター、住吉中継ポンプ場等敷地内の浸水危険箇所の調査及び浸水対策工事等

を行います。 

現状と課題 

浄化センター及び住吉中継ポンプ場等の下水道施設は、洪水ハザードマップで浸水の

恐れがある区域内に位置することから、施設の浸水防止や機能保全を図ることが課題

となっています。 

また、耐水化・防水化には莫大な費用が掛かることから、国の補助金を活用して事業

を推進します。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 
2023 2024 2025 

処理場等施設耐水

化事業 

耐水化工事の実施設計・

施工 

   

業務指標 耐水化率（％） 目標値 － 18.18 18.18 

事業費（千円）※ － 42,000 40,000 

今後の事業展開 

甲府市洪水ハザードマップに基づく「想定最大規模」における浄化センタ

ー等浸水危険箇所の調査と対策計画の策定業務を、令和元（2019）年度

の業務委託で実施しました。その後、国より下水道の施設浸水対策の基本

的な考え方が示され、耐水化において目標とする浸水深は、施設の供用期

間等を踏まえて中高頻度の確率（1/30～1/80 程度）で発生する河川氾

濫等を想定することが基本となったため、令和 3（2021）年度に、対策

浸水深や対策箇所の優先順位等を明らかにした「耐水化計画」を策定しま

した。この計画に則り、また、国の補助金を考慮する中で、令和 5（2023）

年度からの実施設計・施工を行います。 

※国の補正予算に伴い、令和 5（2023）年度の事業費（19,635 千円）を令和 4（2022）年度に前 

倒し。なお、前倒しとなった事業費は、令和 5（2023）年度へ全額繰越予定。 
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（2）管路・施設の耐震化の推進 

管路については、震災時の応急復旧を含め、下水道が有する機能を確保するため「下

水道総合地震対策計画」に基づき耐震化を推進します。 

また、被災時における処理場などの施設についても、機能停止による市民生活への

影響を最小化できるよう「下水道総合地震対策計画」において設定した優先度に基づ

き、処理場・ポンプ場の耐震化を推進し、下水道施設全体の強靭化を図ります。 

 

事業番号３：下水道総合地震対策計画策定事業 

担当課 計画課 

目的 

下水道が有する汚水の収集・処理といった機能を平常時はもとより、大規模災害（地

震）時においても強くしなやかに発揮し、持続的に提供することを通じ、市民の健康・

生命・財産及び経済活動を保護・保全する強靭な社会の構築に貢献します。 

事業の概要 

重要な施設（管路施設、処理場、ポンプ場）の耐震化やマンホールトイレ設置などの

減災対策を実施し、市民生活への影響を最小化するための総合地震対策計画を策定し

ます。 

現状と課題 
関連計画であるストックマネジメント計画に基づく改築事業との調整を十分に図り、

下水道施設の耐震化をさらに効率的かつ効果的に進める計画の策定に努めます。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

甲府市下水道総合

地震対策計画の策

定 

・防災計画として、管路

施設における重要な

幹線の耐震診断及び

耐震補強計画を策定 

・処理場・ポンプ場につ

いては、施設の耐震

診断及び耐震補強計

画を策定 

・減災計画としては、マ

ンホールトイレ設置

計画の策定 

   

業務指標 計画策定 目標値 策定 ― ― 

事業費（千円） 17,116 ― ― 

今後の事業展開 

現在運用中の総合地震対策計画（令和元（2019）年度から令和 5（2023）

年度）に続く年次計画（令和 6（2024）年度から令和 10（2028）年

度）を策定します。 
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事業番号 4：下水道地震対策事業（管路） 

（第六次甲府市総合計画実施計画  事業番号 上下-11 2-1）         

担当課 下水道課 

目的 
防災・減災両面からの対策を行い、地震に対する下水道施設の安全度を高めるととも

に、下水道が有する機能を確保するため、管路（既設）の耐震化を順次推進します。 

事業の概要 

地震発生時に管路施設が有すべき最低限の機能を確保するため、主要な防災拠点から

の排水を受ける管路施設の流下機能の確保及び緊急輸送路等における人孔の浮上な

ど交通障害の防止による防災対策と、指定避難所等へのマンホールトイレ整備による

減災対策を行います。 

現状と課題 
管路施設の耐震性能を確保することを目的として、「下水道総合地震対策計画」によ

り継続的に事業を推進していく必要があります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 
2023 2024 2025 

管路の耐震化 

（管更生及び浮上

防止対策等） 

「下水道総合地震対策

計画」 （5 か年計画： 

令和元（2019）～ 

令和 5（2023）年度 

令和 6（2024）～ 

令和 10（2028）年度）

に基づき実施 

   

マンホールトイレ

の整備 

   

業務指標 

管路耐震化延長（ｍ） 

目標値 

2,500 2,500 2,500 

マンホールトイレ設置箇所数

（箇所） 
4 ― ３ 

事業費（千円）※ 66,500 202,000 282,000 

今後の事業展開 

「下水道総合地震対策計画」に基づき、流下機能確保及び交通障害防止に

よる防災対策と、マンホールトイレ整備による減災対策を継続して実施し

ていきます。なお、令和 6（2024）年度以降の業務指標は、令和 5（2023）

年度の次期計画策定時に見直すこととなります。 

※国の補正予算に伴い、令和 5（2023）年度の事業費（101,000 千円）を令和 4（2022）年度に 

前倒し。なお、前倒しとなった事業費は、令和 5（2023）年度へ全額繰越予定。 
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事業番号５：下水道地震対策事業（処理場・ポンプ場） 

（第六次甲府市総合計画実施計画  事業番号 上下-11 2-2）         

担当課 浄化センター 

目的 
地震に対する下水道施設の耐震性を高め、市民生活への影響を最小化できるよう処理

場・ポンプ場の耐震化を推進します。 

事業の概要 
「下水道総合地震対策計画」において設定した優先度に基づき、施設の耐震診断及び

耐震補強を計画的に行います。 

現状と課題 

全 87 の土木・建築施設を優先度の高い順に緊急、中期、長期の三種類に分類してお

り、その内の緊急（人命、揚排水機能の確保）について対象施設の耐震診断を終えた

ところ、全ての施設で耐震補強が必要という結果となりました。このことから、耐震

化実施設計、耐震化工事を速やかに実施しながら、中期、長期の対象施設についても

耐震診断等を進め、耐震化を図っていく必要があります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 
2023 2024 2025 

耐震診断 

総合地震対策に基づき、

耐震診断・実施設計・ 

耐震補強工事を実施 

   

耐震化実施設計 
   

耐震工事 
   

業務指標 
耐震化済分類施設箇所数（箇所） 

目標値 

37 38 39 

処理場等施設耐震化率（％）※1 42.53 43.68 44.83 

事業費（千円）※2 57,100 332,280 623,000 

今後の事業展開 
「下水道総合地震対策計画」において設定した優先度及び処理場設備の改

築計画に基づき、施設の耐震診断及び耐震補強を計画的に行います。 

※1 KPI 

※2  国の補正予算に伴い、令和 5（2023）年度の事業費（91,717 千円）を令和 4（2022）年 

度に前倒し。なお、前倒しとなった事業費は、令和 5（2023）年度へ全額繰越予定。 
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（３）汚水管きょの整備 

都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、安全で快適な生活環境を提供する

ため、汚水管きょの整備を推進します。 

また、下水道事業を長期にわたり安定的に運営していくため、最適な区域設定と効

率的な施設整備を目的として「甲府市公共下水道基本計画」を見直す中で、財政状

況、実施体制等を考慮した具体的な事業計画を策定し、これに基づき計画的・効率的

に実施していきます。 

 

事業番号６：公共下水道計画策定事業 

担当課 計画課 

目的 

建設から管理運営の時代に移行していく中で、下水道事業を取り巻く社会情勢の変

化、将来の人口減少や財政状況等に対応した下水道事業の基本計画を定期的に見直

し、実効性のある事業を効率的に実施する必要があります。汚水処理の適正化を推進

することにより、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域

の水質の保全に資することを目的としています。 

事業の概要 

下水道計画の基本事項、算定条件、手法及び事業効率などを整理し、下水道事業を長

期にわたり安定的に運営してくための最適な「区域計画」と、効率的な「施設計画」

を設定することを目的とした基本計画の見直しを行います。また、財政、執行能力等

を考慮した整備可能な内容について優先度の高い区域における概ね５年から７年程

度の事業計画を策定します。 

現状と課題 

下水道事業の最適化を目指して、効率的かつ適正な区域の設定をするため、「アクシ

ョンプラン」を策定したうえで、これを基本に事業計画を策定しますが、下水道事業

が抱える課題は社会情勢、財政、周辺環境及び上位計画との整合性など多岐にわたる

諸条件に影響されるため、これらの課題を的確に捉えたうえで適切に事業計画の見直

しを行う必要があります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 
2023 2024 2025 

甲府市汚水処理施

設整備構想（アクシ

ョンプラン）の策定 

効率的かつ適正な区域
を設定 

   

甲府市公共下水道

基本計画・事業計画

の策定 

「区域計画」と「施設計
画」を見直し、基本計画
及び事業計画を変更 

   

業務指標 計画策定 目標値 策定 素案作成 策定 

事業費（千円） 17,996 10,290 24,010 

今後の事業展開 
上位計画等との整合性の確保と、下水道事業の最適化を目指して、「区域

計画」と「施設計画」の設定を見直し、施設全体の最適化を図るとともに、

計画的な公共下水道の整備を推進します。 
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事業番号７：汚水管きょ整備事業（第六次甲府市総合計画実施計画  事業番号 上下-9） 

担当課 計画課・下水道課 

目的 
下水道の整備を推進し、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共

用水域の水質の保全を図ります。 

事業の概要 
市街化区域については、未整備箇所の解消を図ります。また、市街化調整区域と中道

地区の整備については、年次計画に基づき整備を図ります。 

現状と課題 

市街化区域の汚水管きょ整備については、区域内に点在する未整備箇所の要因を分析

し整備を行います。 市街化調整区域の整備については、北部地域の地形や新山梨環

状道路北部区間の進捗等に応じて整備を進める必要があります。中道地区について

は、市街化調整区域と同様に特定環境保全公共下水道事業により、着実に整備を行い

ます。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

市街化区域の汚水

管きょ整備 

区域内に点在する未整

備箇所の解消 

   

市街化調整区域の

汚水管きょ整備 

北部地域等の年次計画

に基づき整備を推進 

   

中道地区の汚水管

きょ整備 

年次計画に基づき整備

を推進 

   

業務指標 

整備延長（ｍ） 

目標値 

1,450 1,450 1,450 

普及率（％）
※

 96.86 96.89 96.91 

事業費（千円） 249,182 291,000 248,000 

今後の事業展開 

市街化区域については、未整備の要因を分析し、整備を行います。また、 

市街化調整区域については、北部地域を中心として、整備を進めます。 

なお、中道地区については、年次計画に基づき、整備を進めます。 

※ KPI 
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（４）公共用水域の水質保全の推進 

台風やゲリラ豪雨による浸水被害を防止するため、雨水管きょの整備を推進すると

ともに、浄化センターからの放流水の水質基準を遵守するなど、公共用水域の水質保

全を図り、快適な水環境を守ります。 

浸水対策として雨水管きょ整備、生活排水による河川等の環境対策として「下水道

接続促進行動計画」に基づく下水道未接続家屋の解消、事業者等の有害排水対策とし

て「特定事業場及び除害施設を有する事業所の立入検査実施計画」に基づく立ち入り

検査、甲府市浄化センターから笛吹川への放流水について「富士川流域別下水道整備

総合計画」で定められた水質基準の厳守等により、公共用水域の水質保全を図ります。 

 

事業番号８：下水道接続促進事業（第六次甲府市総合計画実施計画  事業番号 上下-10） 

担当課 給排水課 

目的 
下水道供用開始区域内において下水道への早期接続を促進するとともに、下水道未接
続家屋の解消に努め、生活排水による河川等の汚染を抑制し、公共用水域の環境保全
を推進します。 

事業の概要 

下水道未接続家屋の所有者に対しては、積極的な個別訪問及び啓発文の配付により、
下水道接続の必要性・重要性を指導しています。このほか、９月１０日「下水道の日」
の街頭キャンペーン等、各種イベントにおける啓発活動により下水道接続に対する理
解を深めていきます。また、下水道への接続資金等をサポートする貸付金や融資あっ
せん制度についても周知を図り、接続促進につなげます。 

現状と課題 

現在、本市の下水道普及率は９６％超、水洗化率は９８％超の高水準となりました。
これに伴い新規の供用開始件数は減少する中、未接続家屋が２％ほど存在していま
す。未接続理由については、資金不足、空き家及び長期不在、建物の老朽化といった
要因が大半であり、この解消が課題となります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

下水道接続促進 
個別訪問による指導及
び各種イベントにおけ
る啓発活動等の実施 

   

貸付金等の支援対

策の充実 

接続資金サポート制度
による経済的支援や各
家屋に応じた技術的助
言等 

   

業務指標 
未接続家屋訪問件数（件） 

目標値 
3,400 3,300 3,200 

下水道未接続件数（件） 180 170 160 

事業費（千円） 7,742 7,742 7,742 

今後の事業展開 

下水道整備の収束に伴い、新規の供用開始件数が激減する中、継続的な訪

問指導等による成果として、近年では毎年約 150 件が下水道に接続して

います。今後は、接続促進を図るうえで重要となる、対象家屋の実情に沿

ったきめ細かな指導・勧奨等により未接続解消に努めるとともに、引き続

き、各種イベントや広報誌等による啓発活動において、下水道接続の趣旨

及びそれに寄与する資金サポート制度について周知していきます。 
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事業番号９：雨水管きょ整備事業（浸水対策）  

担当課 計画課・下水道課 

目的 
市民の生命と財産を守り、安全・安心のまちづくりを推進するため、市街地の浸水防

止対策を推進し、中長期的に雨水管きょの整備を図ります。 

事業の概要 

通常整備については、地域要望等に応じて整備を行います。雨水管きょ幹線について

は、国土交通省等が施工する道路改良及び河川改修工事の進捗等に併せて、また、リ

ニア駅周辺整備に伴い中長期的に整備を図ります。 

現状と課題 

近年のゲリラ豪雨により一部地域において浸水被害が発生しており、その対策とし

て、今後も地域要望に対応していくとともに、雨水管きょ幹線の計画的な整備が課題

となっています。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

通常整備 
地域要望等に応じた対

策の実施 

   

中長期整備 
排水区単位で幹線を対

象とした対策の実施 

   

雨水出水浸水想定

区域の指定 

雨水管理方針を定め、雨

水出水浸水想定区域を

指定する 

   

業務指標 

整備延長（ｍ） 

目標値 

300 300 300 

雨水出水浸水想定区域の指定 素案作成 指定 － 

事業費（千円） 74,639 103,571 71,000 

今後の事業展開 

地域要望に応じた整備については、自治会等からの要望を受けて現地の状

況を調査する中で、関係地権者の承諾が得られた箇所から、今後も継続的

に行います。幹線の整備については、流川第 3・4 幹線の整備等、関係機

関と連携しつつ、計画的に進めていきます。 

水防法の改正に基づき、雨水出水浸水想定区域を指定します。 
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事業番号 10：流入汚水の水質保全対策 

担当課 浄化センター 

目的 
特定事業場等から浄化センターに流入する汚水の水質について、立入検査等を行

い、下水排除基準に適合した汚水の流入を図ります。 

事業の概要 
下水道に接続している特定事業場等の立入検査等を行い、排水水質について適正管

理を指導する中で流入汚水の水質保全を図ります。 

現状と課題 

排水の水質が下水処理に影響を及ぼす恐れのある特定事業場等には、「特定事業場

及び除害施設を有する事業所の立入検査実施計画」に基づき、全特定事業場等へ立

入検査を行い、排水水質の適正管理を指導しています。また、流入水の悪化などが

起きた時には、必要に応じて臨時の立ち入り検査を行います。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 
2023 2024 2025 

立入検査 

特定事業場等の排水の
適正管理の指導のため
の立入検査 

   

業務指標 立入検査事業所件数（件） 目標値 70 70 70 

事業費（千円） 1,573 1,600 1,600 

今後の事業展開 
処理場へ流入する汚水の水質保全を図るため、継続して特定事業場等への

立入検査等を実施します。 
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事業番号 11：放流水の水質保全対策 

担当課 浄化センター 

目的 
環境保全のため「富士川流域別下水道整備総合計画」で定められた水質基準を遵守し、

適切な運転管理を行い、放流水の水質保全を図ります。 

事業の概要 処理場機能を適切に保ち、引き続き適正な下水処理を行います。 

現状と課題 

現 状 は 「 富 士 川 流 域 別 下 水 道 整 備 総 合 計 画 」 で 定 め ら れ た 放 流 水 質 基 準 値

BOD9mg/ℓ 以下の水質は遵守できています。 

バルキング※1 が発生すると水質が悪化するため、対応方法として嫌気好気法※2 など

の処理方法の検討が必要となっています。               

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

放流水質検査 
放流水質基準値 

BOD9mg/ℓ 以下 

   

処理方法の検討と

実施 

疑似嫌気好気法など処

理方法の検討と対策実

施 

  
 

業務指標 水質検査回数（回） 目標値 240 240 240 

事業費（千円） － － － 

今後の事業展開 

水処理施設の適切な運転管理により放流水の水質基準を遵守します。状況

に応じて疑似嫌気好気処理法などの対策をとる中で、バルキングの抑制効

果を検証します。 

※1：処理工程において糸状性細菌が増殖することにより、最終沈殿池において、汚泥が膨潤して沈降 
   しにくくなる現象が発生し、処理水質の悪化を招くこと。 
※2：処理工程の一部を使って、微生物に必要な散気をしない部分（嫌気状態）を作り出すことにより、 

糸状性細菌の増殖を抑制させる方法。 
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２ 将来に繋げる下水道（持続） 

（1）経営基盤の強化 

将来にわたり安全で快適な生活環境を提供していくためには、健全な経営を持続し

ていくことが重要です。水需要の減少に伴う使用料収入の減収や改築需要の増大など

厳しい経営状況においても、安定的な事業運営を行うために、長期的な財政状況に留

意し、アセットマネジメントの視点から適正な維持管理を行うとともに、施設の長寿

命化や改築費用の平準化を図り、効率的な投資に努めます。 

投資財源の確保にあたっては、国庫補助金等を活用し、後年度負担の軽減を図るた

め、適正な範囲での企業債の借り入れに努めるとともに、能率的な経営のもとでの適

正な使用料についても継続的に検討を行い、持続可能な下水道事業の経営基盤の強化

を図っていきます。 

また、事業運営の効率化や安定化を図るため、新たな民間活力の活用などの公民連

携や広域連携などについての検討を進めます。 

 

事業番号 12：企業債依存度の縮減と資金調達手法の検討 

担当課 経営企画課 

目的 
事業経営に大きな影響を与えている企業債依存度の縮減や、様々な資金調達手法の検

討を行い、投資財源の適正化を図るとともに、将来の財政負担軽減に努めます。 

事業の概要 

国庫補助金等の補助金を最大限活用し、施設の整備・更新のために必要な資金の確保

に努め、適正水準での計画的な企業債の借入を行います。また、将来の財政負担の軽

減を図るため、様々な資金調達手法を検討します。 

現状と課題 

下水道事業は、施設の整備・改築に莫大な資金を必要とします。そのため、投資財源

である企業債の償還経費は事業経営に大きな影響を与えています。老朽化した施設の

更新資金の確保が必要となりますが、企業債発行については、事業量に応じた適正な

水準で発行することが必要となっています。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

企業債依存度の縮

減 

企業債の必要最小限の

借入 

   

様々な資金調達手

法の調査・検討 

様々な資金調達手法に

ついて調査・検討 

  
 

業務指標 
企業債残高対事業規模比率（％）

（公共） 
目標値 740 705 670 

事業費（千円） － － ― 

今後の事業展開 

将来の財政負担を見据え計画的に適正な規模の借入及び償還を実施し、計

画期間内に業務指標が全国平均水準に達することを目指し、引き続き企業

債残高の縮減を図ります。また、様々な資金調達手法についても引き続き

調査・検討を行います。 
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事業番号 13：適正な下水道使用料の継続的な検討 

担当課 経営企画課 

目的 

下水道使用料は、下水道法第 20 条で「能率的な管理の下における適正な原価を超え

ないものであること」と定められており、持続可能な下水道事業経営を図るための適

正な下水道使用料の検討を継続的に行います。 

事業の概要 

概ね３年ごとに下水道使用料の見直しを行います。使用料算定期間や適正な使用料の

算定にあたり第三者機関である「甲府市水道料金等審議会」を設置し、下水道使用料

の審議をいただくとともに、適正な下水道使用料の検討を継続的に行います。 

現状と課題 

令和 2（2020）年度に「甲府市水道料金等審議会」を設置し、令和 3（2021）年

度から令和 5（2023）年度までを算定期間とした下水道使用料について答申をいた

だき、その答申を尊重する中で、下水道使用料は改定しないこととしました。 

下水道事業は、人口減少や水需要の減少する中にあって、老朽施設の更新や災害に備

えた耐震化などの諸課題や昨今のエネルギー価格等の物価高騰の影響に対応し、将来

にわたって安定したサービスの提供を継続することが求められていることから、適正

な下水道使用料の継続的な検討が必要になります。 

また、「甲府市上下水道事業経営戦略」（以下「経営戦略」という。）は、一定期間の成

果の検証・評価に基づく改定が必要とされていることから、令和 6（2024）年度の

改定を目標に進捗管理を行ってく必要があります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

下水道使用料水準

の確認・検討 

現状の下水道使用料が
適正な水準かどうか、 
決算状況に基づき確認・
検討 

   

水道料金等審議会

の設置 

概ね 3 年に１度、適正
な水道料金等について
審議する第三者機関を
設置 

   

経営戦略の改定 

毎年度の進捗管理と一
定期間の成果の検証・評
価に基づく改定 

   

業務指標 
経費回収率（％） 

目標値 
100 以上 100 以上 100 以上 

水道料金等審議会の回数（回） 6 ― ― 

事業費（千円） 1,649 660 ― 

今後の事業展開 

適正な下水道使用料について継続的に確認・検討を行っていきます。 

また、令和 5（2023）年度に「甲府市水道料金等審議会」を設置し、料

金水準等について審議いただき、その答申を尊重する中で令和 6（2024）

年度以降の適正な下水道使用料について検討していくとともに、令和 6

（2024）年度の経営戦略改定を目標に進捗管理を行っていきます。 
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事業番号 14：排水設備台帳システムの整備 

担当課 給排水課 

目的 

排水設備台帳の電子化を行い、排水設備台帳閲覧者への情報提供の迅速化等事務の効

率化を図るとともに、地図情報管理システム（GIS）との連携について協議を行い排

水設備業務の更なる効率化を推進します。 

事業の概要 排水設備台帳について、随時電子化を図ります。 

現状と課題 

排水設備台帳は随時電子化しています。今後は、更なる業務の効率化並びにお客様サ

ービスの向上のため、地図情報管理システム（GIS）と連携した整備について協議す

る必要があります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

排水設備台帳の電

子化 

随時、排水設備台帳の 
電子化を図る 

   

地図情報管理シス

テム（GIS)との連携 
連携に向けた協議 

  

 

業務指標 電子化件数（件） 目標値 1,000 1,000 1,000 

事業費（千円） － － － 

今後の事業展開 

新規申請の排水設備台帳については随時、電子化を行います。また、排水

設備台帳の地図情報管理システム（GIS）と連携した整備に向け、関係業

務担当と協議を行います。 
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事業番号 15：下水道台帳管理システムデータ整備 

担当課 計画課 

目的 
下水道管路の維持管理に必要なデータの精査・整備を進め、維持管理をはじめとした

業務に高い精度で活用できるシステムの構築を推進していきます。 

事業の概要 

ストックマネジメント計画に基づき実施する管路調査で得た結果を基にデータの整

理を行うとともに、過年度分の下水道施設書類（排水施設台帳）とシステムの照合を

行い、欠落している施設の入力を行います。また、雨水管きょのデータ整備も併せて

行います。 

現状と課題 

ストックマネジメント計画に基づき実施する管路調査で得た結果は、随時データに反

映するとともに、過年度分の下水道施設や雨水管きょについて、施設台帳整備、現地

調査、入力方法等を含め検討し、効率的にデータ整備を行う必要があります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 
2023 2024 2025 

排水施設未入力箇

所データ入力 

排水施設未入力箇所デ

ータ整理及び入力（管路

調査委託データ等） 

   

雨水管きょデータ

入力 

雨水管きょデータ整理

及び入力 

   

業務指標 現年雨水管きょ修正率（％） 目標値 100 100 100 

事業費（千円） 924 1,000 1,000 

今後の事業展開 

排水施設の未入力箇所については、未入力箇所の現地調査業務委託を実施

し、その成果を基にデータ等の入力作業を進めていきます。また、現年度

の雨水管きょデータは竣工時に順次入力を行うとともに、過年度の雨水管

きょについても、現状との相違箇所の調査を行い、データの整理と精度向

上に努めます。 

 



 64 

事業番号 16：下水道使用料の収納率向上、滞納整理の強化 

担当課 営業課 

目的 
下水道事業は下水道使用料等の収入による独立採算制を原則に経営を行っているこ

とから、収入確保に直結する収納率の向上、滞納整理の強化を図ります。 

事業の概要 

滞納整理の強化として、催告書の送付、電話催告を積極的に行い、未収金の早期回収

に取り組んでいきます。また、滞納整理アドバイザーを活用しながら、下水道使用料

の強制徴収を行うなど、滞納整理の強化を図ります。 

現状と課題 

人口減少や節水機器の普及等による水需要の減少傾向に伴う厳しい経営環境の中、財

源を確保するために収納率を向上させることは重要な課題であり、委託業者と連携を

図り、未収金の削減に努めていきます。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 
2023 2024 2025 

下水道使用料の収

納率向上 

滞納者に対する速やか

な催告書送付、電話催告

等の滞納整理業務 

   

業務指標 
下水道使用料の収納率、現年度・

過年度（％） 
目標値 

現年度

87.37 

過年度

99.87 

現年度

87.37 

過年度

99.87 

現年度

87.37 

過年度

99.87 

事業費（千円） 100 100 100 

今後の事業展開 

滞納者に対して、電話催告（昼・夜）、臨戸訪問を行うとともに、速やかに

催告書送付を行い、未収金の早期の着手・回収に努めます。また、滞納整

理アドバイザーを活用しながら差押など強制徴収も行い、滞納整理を強化

していきます。 
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事業番号 17：民間活力の活用推進 （営業部門） 

担当課 営業課 

目的 
営業部門の効率化を図るため、民間事業者の専門知識・技術・ノウハウを活用しなが

ら、適切な評価・管理のもとサービスセンター業務の民間委託を継続して行います。 

事業の概要 
営業部門の各業務の包括的業務委託を推進します。契約期間ごとに委託業務の見直し

を行い、更に効率的な事業運営が可能か検討します。 

現状と課題 

第 2 期のサービスセンター業務委託は、令和５（2023）年度が最終年度となり、令

和６（2024）年度からの第３期では料金システム及び給水工事受付システムの調達・

運用及び保守・管理を加えたものとなります。今後も毎月開催する評価委員会で業務

の評価を継続して行い、お客様ニーズを把握する中で業務の効率化及び更なるお客様

サービスの向上を図っていきます。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

サービスセンター

業務委託（2 期） 
第２期は令和 5(2023) 

年度まで、第３期は令和 

6(2024)年度から令和 

10(2028)年度 

   

サービスセンター

業務委託（3 期） 

   

業務指標 

受託事業者評価委員会開催回数

（回） 
目標値 

12 12 12 

業務実施水準達成率（％） 100 100 100 

事業費（千円） － － － 

今後の事業展開 

第３期の業務委託では、料金システム及び給水工事受付システムの調達・

運用及び保守・管理など委託業務を追加し業務全般の効率化及び更なるお

客様サービスの向上を図ります。また、令和 5（2023）年度は、令和 6

（2024）年４月からの業務委託開始に向けて着実な準備に努めます。 
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事業番号 18：民間活力の活用推進（排水施設等） 

担当課 下水道課 

目的 
事業運営の安定化や効率化を図るため、民間事業者の専門知識・技術・ノウハウを活

用し、適切な評価・管理のもと民間委託を継続して行います。 

事業の概要 
汚水管きょ及び雨水管きょ修繕業務・清掃業務、清掃土砂運搬処分業務の民間委託に

より管路の維持管理を行います。また、更なる効率化等に向けた調査研究を行います。 

現状と課題 

汚水管きょ及び雨水管きょ修繕業務・清掃業務、清掃土砂運搬処分業務の民間委託に

ついて、実績の検証を行い、管路の維持管理業務全般の効率化等に係る調査研究を行

う必要があります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

汚水管きょ及び雨

水管きょ修繕・清

掃、清掃土砂運搬業

務委託 

管路の維持管理業務全

般について、委託実績の

検証及び更なる効率化

等に向けた調査研究 

   

管路の維持管理業

務全般の効率化等

について調査研究 

   

業務指標 業務委託の実績検証回数（回） 目標値 ２ ２ 2 

事業費（千円） 58,197 58,860 58,860 

今後の事業展開 

汚水管きょの概成に伴い、建設から維持管理の重要性が増しています。業

務委託の実績を検証することにより、緊急時対応の迅速化、維持管理水準

の向上、委託経費の縮減等の課題について調査、検討します。 
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事業番号 19：民間活力の活用推進（水処理施設等） 

担当課 浄化センター 

目的 
事業運営の安定化や効率化を図るため、民間事業者の専門知識・技術・ノウハウを活

用し、適切な評価・管理のもと民間委託を継続して行います。 

事業の概要 

浄化センター及びポンプ場の運転管理等業務を包括的民間委託により、令和 4

（2022）年度（第 6 期）から開始し、令和 6（2024）年度で契約が満了となりま

す。令和 7（2025）年度から、新たに第 7 期の委託が開始されます。継続して、効

率的で安定した運転管理を行います。 

現状と課題 

甲府市浄化センター水処理施設運転管理等業務委託（第 6 期）は、業務開始から受託

事業者評価委員会の中で業務内容を審査検証し求めた業務実施基準を満たし履行さ

れていますが、さらに経営の効率化及び施設の安全性の確保を図る必要があります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 
2023 2024 2025 

甲府市浄化セン

ター運転管理等

委託（第 6 期） 第 6 期は令和 6(2024) 

年度まで、第 7 期は令和 

7(2025)年度から 

   

甲府市浄化セン

ター運転管理等

委託（第７期） 

 

 

  

業務指標 

受託事業者評価委員会開催回数

（回） 
目標値 

12 12 12 

業務実施基準達成率（％） 100 100 100 

事業費（千円） 263,340 263,340 263,340 

今後の事業展開 

現業務委託において、適切に履行確認及び評価を行うとともに、委託内容

の検証を行う中で業務の改善を図ります。また、次期委託（第 7 期）に向

けて、今期の検証を踏まえて令和 5（2023）年度から検討を行い、更に、

効果的で効率的な運転管理の実施を目指します。 
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事業番号 20：効率的な事務の推進  

担当課 全課 

目的

Ｗｅｂ会議の活用については交通費等の削減と遠隔地とのリアルタイムな交信によ

る多様な働き方を実現するとともに、感染症まん延防止策としての非接触型会議とな

り、事務の効率化と感染症対策の効果が得られます。また、小型無人機（以下「ドロ

ーン」という。）やウェアラブルカメラ等によるデジタル技術を活用したデジタルト

ランスフォーメーション※（以下「DX」という。）を推進し、近年頻発する豪雨災害

や大規模地震への備えのほか、経験豊富な技術者の退職に伴う人材育成が喫緊の課題

となる中、先端技術を取り入れることで生活用水の永続的な安定処理に繋げていきま

す。 

事業の概要
Ｗｅｂ会議専用設備の活用により事務の効率化を推進します。また、「下水道 DX」を

推進するため、ドローン等の活用を図ります。 

現状と課題

厳しい経営状況が見込まれている中、経営基盤の強化を図っていくため経費節減や時

間の有効活用等事務の効率化を図る必要があります。また、デジタル技術を活用した

「下水道 DX」を推進し、生活用水の永続的な安定処理に繋げていく必要があります。 

事業計画

名称
年度 

説明 
2023 2024 2025 

Ｗｅｂ会議専用設

備の活用 

会議時のＷｅｂ会議専

用設備の使用による効

率化 

   

「下水道 DX」の推

進 
ドローン等の有効活用    

業務指標 Ｗｅｂ会議専用設備の運用 目標値 運用 運用 運用 

事業費（千円） 111 111 111 

今後の事業展開 

会議においてＷｅｂ会議専用設備を活用し、経費削減と会議に係る業務

の縮減に努め、会議時間等の短縮による時間の有効活用と業務の充実を

図ります。また、「下水道 DX」を推進するため、ドローン等の有効活用

に努めます。 

※デジタルトランスフォーメーション（DX）とは、デジタル技術を活用して行政サービス（事業） 
を変革（効率化）すること。 
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事業番号 21：下水道事業の広域化・共同化の推進 

担当課 経営企画課・計画課 

目的

下水道事業を取り巻く状況は、人口減少や下水道施設の老朽化等に伴い、経営環境が

厳しさを増すことが見込まれる中で効率的な事業運営が求められています。こうした

ことから、経営の持続可能性を確保するため、山梨県や関係市町村等との広域化・共

同化を効果的に推進します。 

事業の概要

国から都道府県への要請により令和 4（2022）年度に山梨県が策定の「山梨県生活

排水処理施設 広域化・共同化計画」に基づき、引き続き県が設置した「汚水処理の

広域化・共同化に関する検討会」に参画する中で広域化・共同化について協議・検討

を行い実施に努めます。 

現状と課題

広域化・共同化計画には、広域化を推進するための広域化・共同化メニューとして関

連団体、連携項目、スケジュール等が記載され、本市下水道事業の効率的な運営に向

けて関連する広域化・共同化メニューの効果的な実施に取り組むとともに、実施内容

を「甲府市上下水道事業経営戦略」に反映していく必要があります。 

事業計画 

名称
年度 

説明 
2023 2024 2025 

広域化・共同化メニ

ューの実施 

検討会における広域化・

共同化メニューの協議・

検討及び実施 

 

 

 

経営戦略の改定 

広域化・共同化計画の実

施内容を経営戦略に反

映 

   

業務指標 
経営会議（広域連携検討部会）の

回数（回） 
目標値 3 3 3 

事業費（千円） ― ― ― 

今後の事業展開 
県の検討会に参画し、持続可能な下水道事業経営に向けた広域的な連携を

図り、下水道事業における効果的な広域化・共同化を推進します。 
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（2）効果的な改築 

管路・施設は、健全度や稼働状況により管更生や施設の改修などの改築が必要とな

ります。 

今後、改築需要が増大し経営に大きな負担となっていくことから、「甲府市下水道ス

トックマネジメント計画」に基づき、適切な調査や機能診断を実施し、健全度評価の

結果に基づき優先度を設定するとともに、施設の長寿命化に努め、改築費用の平準化

や軽減に繋がるよう効果的な改築を行います。 
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事業番号 22：上下水道事業アセットマネジメントシステムの運用等 

担当課 計画課・下水道課・浄化センター 

目的 

甲府市公共下水道ストックマネジメント計画の対象施設である管路施設、甲府市浄化

センター等が保有する施設・設備等のデータベース化を図り、施設の基本情報をはじ

め、維持管理計画や調査結果・結果判定に基づく改築計画まで、膨大な情報を一元的

に管理することが可能となるシステムを構築・運用することにより、適正かつ効率的

な事業の実施を図ります。 

事業の概要 

平成 27・28（2015・2016）年度に策定した中長期にわたるアセットマネジメン

トの手法を取り入れた更新計画を実施していくため、情報のデータベース化を図ると

ともに、甲府市公共下水道ストックマネジメント計画に基づき実施される調査及び改

築等の成果を管理するために構築した施設設備管理システムを運用します。また、運

用に必要なデータを適正に管理するとともに、PDCＡを継続的に回しながら、5 年

に 1 度の次期計画策定（令和 9（2027）年度～令和 13（2031）年度）に伴う調

査基準などの変更へ対応するためのシステム機能の修正・更新を図っていきます。 

現状と課題 

管路施設のデータ管理については、地図情報管理システムを活用する中で進めるこ

ととし、処理場、ポンプ場施設等のデータ管理を行う施設設備管理システムについ

ては、「甲府市公共下水道ストックマネジメント計画」と連動したシステムとして

適正に運用するため、必要なデータと機能の整備、蓄積と更新を継続して実施して

いく必要があります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

施設設備管理シス

テム及び地図情報

管理システム「下水

道維持管理版」の運

用 

各施設データに、調査・

計画等の情報を加え、施

設管理や事業進捗管理

ができるアセットマネ

ジメントシステムの運

用 

   

地図情報管理シス

テム「下水道維持管

理版」の改良 

甲府市下水道総合地震

対策計画をシステムに

取込むため機能追加 

   

業務指標 
アセットマネジメントシステム

の運用と更新 
目標値 運用 

運用 

改良 
運用 

事業費（千円） 3,410 4,730 3,410 

今後の事業展開 

施設設備管理システムは、工事完成図書や修繕記録等の登録を継続しなが

ら、システム情報の最新化に努めるとともに、効率かつ効果的な施設管理

を行なうために必要となるシステム機能の改善・更新を図っていきます。 
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事業番号 23：管路施設の調査及び改築事業 

（第六次甲府市総合計画実施計画 事業番号上下－12） 

 

担当課 下水道課 

目的 

法定耐用年数 50 年を超過する管路施設が急増し老朽化が加速する中で、施設状況を

客観的に評価し、ライフサイクルコストの比較検討を行い、計画的かつ効率的な施設

の改築を図っていくことで、持続可能な下水道事業を確立し、良質な下水道サービス

の提供を継続します。 

事業の概要 

ストックマネジメント計画に基づき、鉄蓋を含めて管路調査を行い、改築対象路線を

選定する中で、管きょ及び鉄蓋の改築を実施するとともに、陶管が使われている取付

管とますの改築も併せて行っていきます。 

現状と課題 
管路施設の経過年数及び重要度を勘案し、調査の結果緊急度の高い管路について、遅

滞なく改築を実施していく必要があります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 
2023 2024 2025 

管路調査 
ストックマネジメント

計画に基づく管路調査 

   

管きょ改築 
調査結果に基づく管路

の改築 

   

鉄蓋改築 
調査結果に基づく鉄蓋

の改築 

   

取付管及びます改築 
陶製取付管及びますの

改築 

   

業務指標 

管路調査延長（ｍ） 

目標値 

14,000 14,000 14,000 

管きょ改築延長（ｍ） 2,500 2,550 2,600 

鉄蓋改築箇所数（箇所） 50 50 50 

取付管及びます改築箇所数 

（箇所） 
100 100 100 

事業費（千円） 1,159,400 959,600 941,400 

今後の事業展開 

ストックマネジメント計画に基づき、管路施設の調査を継続的に実施し、

老朽化した管きょ及び鉄蓋の改築、並びに陶管が使われている取付管とま

すの改築を着実に実施していきます。令和 5（2023）年度からは、管き

ょに不具合が起きると、市民生活に大きく影響する大口径の路線を中心と

して、管きょの改築を実施していきます。なお、鉄蓋の改築時には、通行

の状況等を勘案する中で、歩行者などの安全を確保するため、雨の日でも

滑りにくい耐スリップ型鉄蓋の設置について検討していきます。 
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事業番号 24：マンホールポンプ施設の調査及び改築事業 

担当課 下水道課 

目的 

マンホールポンプ施設の老朽化が進行する中で、設備状況を客観的に評価し、ライフ

サイクルコストの比較検討を行い、計画的かつ効率的な設備の改築を実施し、汚水圧

送機能を維持します。 

事業の概要 
ストックマネジメント計画に基づき、マンホールポンプ施設の点検調査を行い、改築

対象となる機械設備及び電気設備を選定する中で計画的に改築を実施していきます。 

現状と課題 
マンホールポンプ施設の経過年数及び重要度を精査し、健全度評価に基づき、速やか

に設備改築を実施していく必要があります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

マンホールポンプ

調査 

ストックマネジメント

計画に基づくマンホー

ルポンプの調査 

   

マンホールポンプ

改築 

ストックマネジメント

計画に基づくマンホー

ルポンプの改築 

   

業務指標 

マンホールポンプ施設調査箇所

数（箇所） 
目標値 

66 61 64 

マンホールポンプ施設改築率

（％） 
100 100 100 

事業費（千円）※ 29,576 43,370 42,630 

今後の事業展開 
ストックマネジメント計画に基づいて、継続的なマンホールポンプ施設の

調査を実施し、健全度の低下した施設を速やかに改築していきます。 

※国の補正予算に伴い、令和 5（2023）年度の事業費（5,000 千円）を令和 4（2022）年度に 

前倒し。なお、前倒しとなった事業費は、令和 5（2023）年度へ全額繰越予定。 
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事業番号 25：処理場等施設の調査及び改築事業 

（第六次甲府市総合計画実施計画  事業番号 上下-13） 

担当課 浄化センター 

目的 
甲府市浄化センター及び住吉中継ポンプ場等について、計画的に設備の調査・改築を

実施し、将来にわたって安定した下水処理システムを持続していきます。 

事業の概要 

甲府市浄化センター及び住吉中継ポンプ場等の対象設備に対して、下水道ストックマ

ネジメント計画点検・調査基本方針に基づき、健全度を判定し計画的に改築を実施し

ます。 

現状と課題 

甲府市浄化センター及び住吉中継ポンプ場等の対象設備については老朽化している

設備が多いため、耐震補強工事と施工時期等を調整しながら計画的に改築を推進して

いきます。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

設備調査 設備の調査を行う中で

健全度を判定 

健全度に応じた改築 

   

設備改築 
   

業務指標 
設備調査率（％） 

目標値 
50 25 25 

設備年間改築率（％） 100 100 100 

事業費（千円）※ 424,952 1,817,368 2,086,643 

今後の事業展開 

下水道ストックマネジメント計画（第１期）にて策定した修繕・改築計画

に則り、改築を推進します。また、令和５（202３）年度以降には、下水

道ストックマネジメント計画（第２期）の設備調査及び健全度判定を行い

ます。 

※国の補正予算に伴い、令和 5（2023）年度の事業費（131,318 千円）を令和 4（2022）年度に 

前倒し。なお、前倒しとなった事業費は、令和 5（2023）年度へ全額繰越予定。 
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（3）有収率の向上 

有収率の向上対策については、管路への浸入水を削減することが重要です。 

管路への浸入水は、雨天時の雨水、管の破損や経年劣化による地下水、分流区域内

家屋の雨水排水管の誤接続によるものが主な要因であることから、雨天時浸入水対策

原因特定調査に基づく止水工事、雨水浸入防止型鉄蓋取替工事、訪問指導による雨水

排水管と排水設備の切離しの促進を実施するとともに、地下水等の正確な下水排水量

の把握を行うことにより、有収率の向上を図ります。 

 

事業番号 26：正確な汚水排水量の把握 

担当課 営業課 

目的 
下水道使用料の有収率の向上対策の一環として、下水道に排水する水道水以外（地下

水等）の汚水排水量について、正確かつ適正であるか調査を行います。 

事業の概要 
お客様からの計量報告により賦課している水道水以外（地下水等）の下水道使用料に

ついては、正確な汚水排水量を把握する必要があるため、現地調査を行います。 

現状と課題 

水道水以外（地下水等）の下水道への汚水排水量については、地下水専用のメータ－

（私設メーター）をお客様が設置し、汚水排水量を自ら報告していただいているもの

があります。この方法では自己申告のため、現地を訪問して報告メーター指針の読み

取りの整合性、メーターの検定満期の確認、メーター機能の確認を行うことにより、

公平・公正な費用負担を図る必要があります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

水道水以外（地下水

等）の汚水排水量の

把握 

汚水排水量について、現

地調査（メーター調査） 

   

業務指標 
汚水排水量計測用メーターの現

地調査件数（件） 
目標値 300 300 300 

事業費（千円） － － － 

今後の事業展開 

メータ－を設置し計量報告により汚水排水量を算定し、下水道使用料を賦

課しているお客様については、現地調査を行い汚水排水量の妥当性の確認

及び検定満期終了前のメーター取替の指導を行うなかで、正確かつ適正な

汚水排水量を把握し、有収率の向上に努めます。 

 

 

 



 76 

事業番号 27：浸入水防止対策（管路） 

担当課 下水道課 

目的 
雨天時に増加する浸入水量を削減し有収率を向上させるために、効率的かつ効果的な

手法による管路への浸入水防止対策を実施します。 

事業の概要 
浸入水防止対策対象地区において、雨天時浸入水原因特定調査及び管更生等による止

水工事を年次的に実施し、併せてマンホールの雨水浸入防止型鉄蓋取替を行います。 

現状と課題 

平成 20（2008）年度より原因特定調査及び止水工事を実施しており、止水対策に

よる削減効果を確認したことから、当該手法を基軸とした浸入水対策を推進していき

ます。また、より効率的かつ効果的な手法について調査研究を行います。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

雨天時浸入水原因

特定調査 

浸入水防止対策対象地

区における雨天時浸入

水原因特定調査 

   

浸入水防止工事 

雨天時浸入水原因特定

調査の結果に基づき、下

水道施設の改築 

   

雨水浸入防止型鉄

蓋取替 

マンホール鉄蓋からの

雨水浸入を防止するた

めの雨水浸入水防止型

鉄蓋への取替 

   

業務指標 原因特定調査実施面積（ha） 目標値 22 20 20 

事業費（千円） 66,900 62,500 49,000 

今後の事業展開 

岩窪地区については、調査結果に基づいて対策方針及び施工方法を決定

し、令和 5（2023）年度から止水工事を順次進めていきます。また、

令和 4（2022）年度より調査に着手した上町地区については、調査結

果に基づいた対策を検討していきます。なお、鉄蓋取替工事の実施に当

たっては、通行の状況等を勘案する中で、歩行者などの安全を確保する

ため、雨の日でも滑りにくい耐スリップ型鉄蓋の設置について検討して

いきます。 

引き続き、国の関連施策や新技術等の情報収集に努め、浸入水防止対策に

取り組んでいきます。 
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事業番号 28：浸入水防止対策（誤接続） 

担当課 給排水課 

目的 
雨天時に増加する浸入水量を削減し有収率を向上させるために、分流区域における誤

接続解消を図ります。 

事業の概要 
下水道課による「雨天時浸入水対策原因特定調査」の結果に基づき、誤接続家屋に対

し雨水（樋）と排水設備を切り離す個別指導を行います。 

現状と課題 

雨水（樋）と排水設備の切り離しについて、工事費等の問題により早期解消が困難な

状況ですが、課題解決に向け有効かつ経済的な手法を調査検討するとともに、継続的

に訪問指導を行い、誤接続の解消を図ります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 
2023 2024 2025 

誤接続解消促進 
有効かつ経済的な接続
手法の調査検討 

   

誤接続訪問指導 

「雨天時浸入水対策原
因特定調査」の結果に基
づく訪問指導 

   

業務指標 
誤接続訪問件数（件） 

目標値 

133 140 147 

誤接続解消件数（件） ３ ３ 3 

事業費（千円） － － － 

今後の事業展開 
引き続き訪問指導等を行い、対象家屋ごとにきめ細かな助言等により誤接

続の解消に努め、有収率向上を図ります。 
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（4）技術・経営ノウハウの継承 

将来にわたる下水道サービスの維持・向上のため、下水道技術を支える職員を確保

し、専門性に富んだ人材を適切に配置する中で、技術や経営ノウハウの習得を目的と

して外部機関等が開催する研修会への職員の積極的な派遣や、職員研修の充実により

スペシャリストを養成するとともに、業務マニュアルを見直し、技術・経営ノウハウ

の継承に努めます。 

 

事業番号 29：人材育成、技術・経営ノウハウの継承 

担当課 総務課 

目的 

将来にわたる下水道サービスの維持・向上のため、技術や経営ノウハウの習得を目的

として、外部機関等が開催する研修会への職員の積極的な派遣や、職員研修の充実に

よりスペシャリストを養成していきます。 

また、業務マニュアルを見直し、技術・経営ノウハウの継承に努めます。 

事業の概要 

特別研修（外部機関の研修を受講する専門研修等）、職場研修（OJT）及び自主研修

（職員の自発的かつ主体的な自己啓発、自主活動、資格取得）の充実を図ります。 

また、業務マニュアルの更新・整備を推進します。 

現状と課題 

ベテラン職員の退職等を勘案する中で、技術の継承・向上が図られる人材育成に努め

る必要があります。近年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、外部機

関の研修ではオンライン研修が増加し、研修を受講しやすくなりましたが、オンライ

ン研修を集中して受講できる環境が必要となっています。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

各種研修の充実 
特別研修、職場研修及び

自主研修の充実 

   

業務マニュアルの

更新・整備 

業務マニュアル（各種手

順書）の更新・整備 

   

業務指標 研修時間（h）
※

 目標値 25.48 25.86 26.24 

事業費（千円） 2,829 2,829 2,829 

今後の事業展開 

これまで培ってきた技術やノウハウを、次世代に引き継ぐ効果的な研修を

行っていきます。（職場研修等の充実） 

また、オンライン研修を集中して受講できる環境を充実するとともに、コ

ロナ禍の状況を鑑みながら、県外で開催される技術職員対象の専門研修へ

の参加機会も増やし、専門的知識等の修得を図ります。 

※ KPI 
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3 お客様満足度の高い下水道（信頼） 

（1）親しみやすく、わかりやすい情報の提供 

健全な事業経営を持続していくには、お客様をはじめ、将来を担う子供たちにも下

水道事業について広く理解していただき信頼を得ることが重要です。満足度調査の継

続的な実施や第三者からの意見聴取などにより寄せられたお客様の声を重視するとと

もに、効果的な情報共有が図られるよう、使用料のしくみ、経営情報、事業の取組内

容等について、親しみやすく分かりやすい情報の提供に努め、より積極的、戦略的な

ＰＲ活動を展開します。 

事業番号 30：戦略的ＰＲ活動の展開 

担当課 経営企画課 

目的 
下水道事業の施策や経営状況等について広報活動を行うとともに、多様化するお客様

ニーズを的確に把握し、お客さまの理解を深めることで満足度の向上を図ります。 

事業の概要 
事業内容や経営状況を様々な媒体を活用し、積極的かつ効果的な情報提供に努め、下

水道事業への理解を深めていただくための戦略的なＰＲ活動を展開します。 

現状と課題 

デザインマンホールやマンホールカードを活用したＰＲ活動とともに、水環境教育冊

子「ぐるぐる回る水のしくみ」（以下「教育冊子」という。）を効果的に活用するなど、

将来を担う子供たちも含め市民に広く下水道事業の実情について理解を得るための

ＰＲ活動に努めています。また、令和 3（２０２１）年度からは、下水道事業をより

身近に感じられる意識醸成を目的に、本局ホームページ上において、Ｗｅｂと映像を

融合した特設サイト「あたりまえの、裏にあるもの」（以下「特設サイト」という。）

を開設し、更なるＰＲ活動を展開しています。令和４（２０２2）年度に実施した「お

客様満足度調査」における特設サイトの認知度は低い状況であったことから、より積

極的なＰＲ活動に努めていく必要があります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

広報・ＰＲ活動 

マンホールカード、教育

冊子等を活用したＰＲ

活動の推進 

   

特設サイトを活用

したＰＲ活動 

特設サイトを活用した

下水道事業への意識醸

成の推進 

   

社会情勢の変化に

沿ったＰＲ活動 

持続可能な社会の実現

（ＳＤＧｓ）等、社会情

勢の変化に沿ったＰＲ

活動 

   

業務指標 
マンホールカード配布枚数（枚） 

目標値 
8,000 8,000 8,000 

「教育冊子」配布冊数（冊） 3,000 3,000 3,000 

事業費（千円） 4,879 6,144 6,029 

今後の事業展開 

引き続き、マンホールカードや特設サイトなどを活用したＰＲ活動を展開

し、下水道事業の更なる理解度向上に努めていきます。併せて、持続可能

な社会の実現（ＳＤＧｓ）等、社会情勢の変化に沿ったＰＲ活動について

検討を進めていきます。 
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事業番号 31：情報共有、協働による相互理解を深めた事業運営（広報等） 

担当課 経営企画課 

目的 

快適な生活環境を保持する下水道事業について、広く理解していただくため、お客様

の下水道事業に対する意見等を事業運営に活かしていけるよう、情報発信・情報収集

を行います。 

事業の概要 

本局ホームページ（以下「ホームページ」という。）を活用し、広く分かりやすい情

報発信を行います。また、お客様満足度調査やインターネットモニターを活用し、幅

広いお客様からより多くの声を聞き、事業に活かせるよう様々な媒体を通じて情報収

集に努めます。更に、経営全般について第三者機関からの意見等をいただき、経営戦

略の着実な推進を図ります。 

現状と課題 

ホームページによる情報提供、お客様満足度調査、インターネットモニターの設置を

実施しています。インターネットモニターについては、アンケートに加え、モニター

調査対象者にメールマガジンを随時発信し、より効果的な情報提供を行っています。 

また、第三者機関である「甲府市上下水道事業推進会議」を開催し、経営戦略の推進

等に係る意見等をいただいています。 

下水道事業に対する実感度は高いものの、過去のお客様満足度調査から、様々な取り

組みに対する認知度が低い結果であったことから、その要因を分析し事業に関する多

くの意見を拝聴する中で、認知度を上げる必要があります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

ホームページ情報

共有 

ホームページを活用し

た情報共有の推進 
   

インターネットモ

ニター 

アンケート調査、メー

ルマガジン発信の実施 

   

お客様満足度調査 
下水道使用者へのアン

ケート調査 
   

甲府市上下水道事

業推進会議 

経営戦略の推進等に係

る意見等の聴取 

   

業務指標 

インターネットモニターアンケー

ト調査回数（回） 

目標値 

２ 2 2 

インターネットモニターメールマ

ガジン配信回数（回） 
10 10 10 

甲府市上下水道事業推進会議回数

（回） 
－ 3 4 

市民実感度調査結果（ポイント）
※

 3.29 3.29 3.29 

事業費（千円） 1,485 1,523 1,523 

今後の事業展開 

常にお客様の声に耳を傾け、事業や経営に反映することで、お客様の満足

度の向上に繋げていきます。第三者機関「甲府市上下水道事業推進会議」

からの提言及び令和 4（2022）年度に実施したお客様満足度調査の結果

を参考に、経営基盤の強化に努めます。 

※ KPI 
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（2）お客様の利便性の向上 

お客様が下水道を利用するための各種手続きや支払方法等について、幅広いニーズ

に応えられるよう利便性の向上を図る取り組みを行います。 

 

事業番号 32：顧客満足度向上事業 

担当課 営業課 

目的 
下水道使用料に関する各種手続きや支払い方法等におけるお客様ニーズを的確に把

握・反映するとともに、その利用促進に努め、お客様満足度の向上を図ります。 

事業の概要 

インターネットを利用し、ホームページからの使用開始及び中止の手続きや、使用開

始申込書・口座振替依頼書・クレジットカード払い申込書の請求手続きのＰＲを行い

ます。また、新たな支払方法やオンライン手続きなどの導入について継続して検討し

ます。 

現状と課題 

インターネットを利用した使用開始・中止の手続きや、各種申込書のホームページか

らの請求が可能となっているとともに、スマートフォンアプリによる支払い（ペイペ

イ、ラインペイ）を導入し、支払い方法の多様化を図っています。また、引越の際の

手続では、インターネットによる転居手続き一括申込サービスの導入を図り、更なる

お客様満足度の向上を図っていきます。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 2023 2024 2025 

支払方法の検討 
多様化する支払方法の

導入について検討  

   

インターネットに

よる手続きの促進 

ホームページからの各

種手続き等の利用者増

加に向けたＰＲ方法の

検討 

   

業務指標 インターネット利用率（％） 目標値 6.9 6.9 6.9 

事業費（千円） ― ― ― 

今後の事業展開 

オンラインによる口座振替やクレジットカード払いの申込など、お客様の

利便性の更なる向上を目指していきます。また、インターネットによる転

居手続き一括申込サービスを導入することにより、オンラインによる手続

き方法の多様化と利便性の向上を目指します。 
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4 環境に配慮した下水道（環境） 

（1）環境保全への貢献 

下水道事業は、汚水の浄化等における過程で大量のエネルギーを消費することから、

その温暖化の要因となる温室効果ガスの排出量を削減するために再生可能エネルギー

の活用等に努めます。 

現在、甲府市浄化センターでは、「ナトリウム・硫黄電池」や再生水を利用するなど、

省エネルギー化に積極的に取り組んでいます。 

今後についても、「甲府市下水道再生可能エネルギー利活用計画」に基づき再生可能

エネルギーの利活用を図り、環境保全への貢献に努めます。 

 

事業番号 33：環境・エネルギー利活用事業（本局） 

担当課 総務課 

目的 
太陽光発電の利用及び庁用自動車のガソリン使用量削減による環境負荷の軽減を図

ります。 

事業の概要 
本局庁舎屋上に設置された太陽光発電の活用や庁用電気自動車を活用し、温室効果ガ

スの削減に努めます。 

現状と課題 

平成 18（2006）年度に本局庁舎屋上に設置された太陽光発電を利用し、本局の庁

舎の電力使用量の一部を賄うとともに、令和元（2019）年度に電気自動車 2 台を導

入しました。 

庁用自動車の更新においては、より環境負荷の軽減を図っていくため、運行状況や業

務適性などを考慮する中で、更にクリーンエネルギー自動車の導入についても検討す

るとともに、効果的に活用する必要があります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 
2023 2024 2025 

太陽光発電の活用 
本局の庁舎で使用する

電力の一部を賄うもの 

   

庁用電気自動車の

活用 

庁用電気自動車の効果

的な活用 

   

業務指標 CO2 削減量（ｔ） 目標値 7.64 7.64 7.64 

事業費（千円） 261 261 261 

今後の事業展開 
太陽光発電・庁用電気自動車を効果的に活用し、引き続き環境負荷の軽減

に努めていきます。 
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事業番号 34：環境・エネルギー利活用事業（浄化センター） 

担当課 計画課・浄化センター 

目的 地球温暖化防止や廃棄物削減など環境負荷の軽減を図ります。 

事業の概要 

「甲府市上下水道事業環境・エネルギー利活用計画（甲府市下水道再生可能エネルギ

ー利活用計画）」及び施設の更新に合わせた省エネルギー型設備の導入等によるエネ

ルギーの削減に取り組みます。また、汚泥焼却炉の運転に必要な燃料に重油に替わる

木質系燃料を可能な限り使用することで、温室効果ガスの削減に取り組みます。更に、

汚泥のリサイクル及び処理水等の有効活用による環境負荷の軽減に取り組みます。 

現状と課題 
省エネルギーの推進、温室効果ガスの削減及び資源の有効活用を進めており、引き続

き環境負荷の軽減に取り組む必要があります。 

事業計画 

名称 
年度 

説明 
2023 2024 2025 

省エネルギー設備

等の導入 

施設の更新に合わせた

省エネルギー設備等の

検討 

   

木質系燃料の使用 
汚泥焼却炉の運転に係

わる木質系燃料の使用 

   

汚泥焼却灰及び処

理水等の有効活用 

汚泥焼却灰及び処理水

等の有効活用 

   

業務指標 

処理場・ポンプ場施設の年間 

電力使用量（千 kWh）※ 

目標値 

11,159 11,159 11,159 

代替エネルギー転換率（％） 60 60 60 

下水汚泥リサイクル率（％） 100 100 100 

事業費（千円） － － － 

今後の事業展開 

ストックマネジメント計画による計画的な施設の更新時において、省エネ

ルギー型設備の導入に努めます。また、汚泥焼却炉の運転において、汚泥

の性状を見極めながら、木質系燃料の使用率を増やす運転を行います。更

に、汚泥を焼却した汚泥焼却灰をセメント原料等に活用するとともに、処

理水を汚水処理過程で必要となる冷却水や洗浄水などに活用し、環境負荷

の軽減を図ります。 

※ KPI 
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３ 重要業務指数（KPI） 

経営方針に基づく各施策の達成状況をわかりやすい形で示すために「下水道維持管

理サービス向上のためのガイドライン※（日本下水道協会）」「経営指標」「甲府市市民

実感度調査」などの各種指標の中から、甲府市上下水道事業として特に重要と思われ

る指標を経営方針ごとに抽出し、３年間の目標値を設定しました。 

今後は、この目標値の達成に向けて事業を推進するとともに、毎年度進捗管理を行

う中で、達成度の低いものや進捗に遅滞が見られるものについては、その原因を明ら

かにし、事業の見直しや改善等に取り組み、お客様サービスの維持・向上を図ります。 

 

 

下水道事業 

 

 

【災害に強く快適な下水道（安全・強靭）】 

施 策 ＫＰＩ 説   明 
2021 年度 

実績値 

2023 年度

目標値 

2024 年度

目標値 

2025 年度

目標値 

危機管理

対策の 

強化 

災害対策訓練

実施回数

（回） 

自然災害等に 

対する危機対応性 

を表す指標            

（多いほどよい） 

6  5 5  5  

管路・施

設の耐震

化の推進 

処理場・ポン

プ場施設の 

耐震化率(%) 

地震に対しての施設

の安全性及び維持管

理の安定性を表す指

標（高いほどよい） 

33.33  42.53 43.68 44.83 

汚水管き

ょの整備 

人口に対する

普及率（%） 

下水道事業の進捗 

状況を表す指標              

（高いほどよい） 

96.96  96.86 96.89  96.91  

公共用水

域の水質

保全 

公共下水道の

水洗化率

（%） 

公共下水道が利用 

可能な方々のうち、

公共下水道に接続 

したお客様の割合を

表す指標              

（高いほどよい） 

98.88  99.02 99.05 99.06  

 

下 水 道 事 業 

3 重要業務指数（KPI）   
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【将来に繋げる下水道（持続）】 

施 策 ＫＰＩ 説   明 
2021 年度 

実績値 

2023 年度

目標値 

2024 年度

目標値 

2025 年度

目標値 

経営基盤

の強化 

経常収支比率

(%) 

経常費用が経常収益

によってどこまで賄

われているかを示す

指標             

（100％以上であるこ

とが必要） 

124.87  
100.00

 以上  

100.00

 以上 

100.00

 以上 

効果的な

改築 

管きょ改善率

(%) 

管きょの安全性の 

確保のため維持管理

延長のうち、１年間

で改善（更新・改良 

・修繕）された 

管きょ延長の比率        

（高いほどよい） 

0.21  0.28 0.28 0.29  

有収率の

向上 
有収率（%） 

排水施設を通して 

排除される下水量が

どの程度収益につな

がっているかを表す

指標（高いほどよい） 

66.53  58.70 59.10 59.50 

技術・経

営ノウハ

ウの継承 

研修時間 

（時間） 

職員の資質向上の 

ための取組状況を 

表す指標          

（高いほどよい） 

21.25 25.48 25.86 26.24 

 

【お客様の満足度の高い下水道（信頼）】 

施 策 ＫＰＩ 説   明 
2021 年度 

実績値 

2023 年度

目標値 

2024 年度

目標値 

2025 年度

目標値 

親しみや

すく、わか

りやすい 

情報提供    

生活排水の 

適正処理につ

いての市民 

実感度  

（ポイント） 

甲府市が実施する 

市民実感度調査の 

実感度            

（ポイントが高いほど

満足度が高い、最高４

ポイント） 

― 3.29 3.29 3.29  

お客様の

利便性の

向上 

 

【環境に配慮した下水道（環境）】 

施 策 ＫＰＩ 説   明 
2021 年度 

実績値 

2023 年度

目標値 

2024 年度

目標値 

2025 年度

目標値 

環境保全

への貢献 

処理場・ポン

プ場施設の年

間電力使用量 

（千 kwｈ） 

省エネルギー対策へ

の取り組み度合いを

表す指標        

（低いほどよい） 

11,142  11,159 11,159 11,159 
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４ 長期財政収支見通し 

○収益的収支 
 

 

 

  

 

年　　　度

区　　　分

1 3,822 3,792 3,759

(1) 3,069 3,038 3,005

(2) 0 0 0

(3) 753 754 754

2 3,455 3,365 3,381

(1) 1,496 1,456 1,456

1,496 1,456 1,456

0 0 0

(2) 1,957 1,907 1,923

(3) 2 2 2

(A) 7,277 7,157 7,140

1 5,656 5,776 5,869

(1) 322 344 361

144 152 153

30 33 48

148 159 160

(2) 1,448 1,566 1,594

384 388 390

51 99 72

29 30 30

984 1,049 1,102

(3) 3,886 3,866 3,914

２ 483 445 429

(1) 462 435 419

(2) 21 10 10

(B) 6,139 6,221 6,298

(C) 1,138 936 842

(D) 14 10 10

(E) 8 5 5

(F) 6 5 5

1,144 941 847

収

益

的

収

入

営 業 収 益

使 用 料

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

収 入 計

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

2023 2024 2025

支 出 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

経 常 損 益 (A)-(B)

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益 (D)-（E）

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (C)+(F)

（汚水や雨水を処理し、水を再生するための経費と財源） 

 
（税抜／単位：百万円） 

 

４ 財政収支見通し 

※2023 年度は当初予算 
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○資本的収支 

年　　　度

１ 2,454 2,416 1,927

0 0 0

２ 0 0 0

３ 824 794 756

４ 0 0 0

５ 0 0 0

６ 722 1,527 2,002

７ 0 0 0

８ 271 161 69

９ 1 2 2

(A) 4,272 4,900 4,756

(B) 0 0 0

(C) 4,272 4,900 4,756

１ 3,270 4,646 4,857

150 151 153

２ 3,938 3,275 3,042

３ 0 0 0

４ 0 0 0

５ 7 7 7

(D) 7,215 7,928 7,906

(E) 2,943 3,028 3,150

１ 1,370 1,834 2,159

２ 1,411 1,144 941

３ 0 0 0

４ 162 50 50

(F) 2,943 3,028 3,150

0 0 0

0 0 0

33,345 32,486 31,371

○他会計繰入金

年　　　度

2,248 2,206 2,206

2,248 2,206 2,206

0 0 0

824 794 756

736 746 756

88 48 0

3,072 3,000 2,962

2025

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合                             計

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

2023 2024

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

区　　　分

資本的収入額が資本的支出額に不足する額(D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

固 定 資 産 売 却 代 金

2025

計

(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の
財源充当額

純 計 (A)-(B)

2023 2024

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

そ の 他

工 事 負 担 金

区　　　分

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

（税込／単位：百万円） 
（下水道施設を建設・改良するための経費と財源） 

 

 

 

 

 



 

 


